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国立大学法人 大阪大学 

 

 

＊この事業契約書案は優先交渉権者が選定事業者として新たな会社（特別目的会社）を設

立することを前提とするものであり、優先交渉権者が契約当事者となるときは、特別目的

会社にのみ適用される規定を削除し若しくはその内容を変更するものとします。 
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事 業 契 約 書 (案) 

 

前  文 

 

1  国立大学法人大阪大学(以下｢大学｣という。)は、｢外国人留学生・日本人学生混住

型の学寮｣及び｢優秀な人材獲得に資する教職員宿舎｣を整備し、あわせて｢施設集約化

により生み出される土地を活用した民間付帯施設｣を整備する事業を実施することと

した。 

2  大学は、上記事業の実施にあたり、｢民間資金等の活用による公共施設等の整備等

の促進に関する法律｣(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法｣という。)の趣旨に則

り、既存の施設の解体、学寮・教職員宿舎施設の施設整備、施設の維持管理・運営

等、及び民間付帯事業からなる事業を民間事業者に対して一体の事業として発注及び

委託することにした。 

3  大学は、本事業の入札説明書等に従い入札を実施し、最も優れた提案を行った民間

事業者グループ＜グループ名称＞(本文第 3 条において定義された｢入札参加者｣を意

味する。以下同じ。)を優先交渉権者として決定し、当該民間事業者グループは、入

札説明書等に従い本事業を実施するために大学と平成●年●月●日付の基本協定書

(以下｢基本協定書｣という。)を締結し、これに基づき＜グループ／SPC 名称＞(以下

｢事業者｣という。)を設立した。 

 

 大学と事業者は、上記事業の実施に関して、次のとおり合意する。 

 

1. 事業名 大阪大学グローバルビレッジ施設整備運営事業 

2. 事業の場所 大阪府吹田市 

3. 事業期間 

学寮・教職員宿舎にかかる事業 平成 28年●月●日から平成 62年 9月 30日 

民間付帯施設にかかる事業 平成 28年●月●日から平成●年●月●日 

4. 契約金額 金●円 

消費税及び地方消費税の額 金●円 

(内訳) 

施設整備費相当 金●円 

 うち整備工事費(割賦元本) 金●円 

 うち整備工事費に対する金利(割賦金利) 金●円(非課税) 

施設整備費相当に係る消費税及び地方消費税 金●円 

維持管理費相当 金●円 

うち大規模修繕費相当 金●円 

維持管理費相当に係る消費税及び地方消費税 金●円 
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運営費相当 金●円 

運営費相当に係る消費税及び地方消費税 金●円 

5. 契約保証金 別途本文中に記載のとおり 

6. 支払条件 別途本文中に記載のとおり 

 

 上記事業について、発注者と事業者とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次

の条項によって事業契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

 本事業契約締結の証として、本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有

する。 

 

平成●年●月●日 

 

発 注 者 

住  所 大阪府吹田市山田丘 2-1 

氏  名 国立大学法人 大阪大学 

 総長  西尾 章治郎 

 

事 業 者 

住  所 ●● 

 

氏  名 ●● 
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発注者(以下｢大学｣という。)及び＜グループ／SPC 名称＞(以下｢事業者｣という。)は、大

阪大学グローバルビレッジ施設整備運営事業に関して、以下のとおり事業契約(以下｢本契

約｣という。)を締結する。 

 

第 1章 総  則 

 

(目的及び解釈) 

第 1条  本契約は、大学及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必

要な一切の事項を定めることを目的とする。 

 

(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 

第 2条  事業者は、国立大学法人による本事業が学生寮及び教職員宿舎の整備事業とし

ての公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を

尊重するものとする。 

2.  大学は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨

を尊重するものとする。 

 

(定  義) 

第 3条  本契約書において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを

除き、次のとおりとする。 

1.  ｢維持管理・運営期間｣とは、引渡日の翌日から第[68]条第 1 項に定めた本事業

(民間付帯事業を除く。)の終了日までの期間をいう。 

2.  ｢維持管理企業｣とは、基本協定書において維持管理業務を担当すると規定され

る者をいう。 

3.  ｢維持管理業務｣とは、要求水準書に規定する維持管理業務をいう。 

4.  ｢維持管理費相当｣とは、別紙[7]記載の維持管理費相当をいう。 

5.  ｢運営企業｣とは、基本協定書において運営業務を担当すると規定される者をい

う。 

6.  ｢運営業務｣とは、要求水準書に定める運営業務をいう。 

7.  ｢運営費相当｣とは、別紙[7]記載の運営費相当をいう。 

8.  ｢応募者提案｣とは、入札参加者が本事業の入札手続において大学に提出した入

札提案書類、大学からの質問に対する回答書及び基本協定書締結までに大学に提

出したその他一切の書類をいう。 

9. ｢解体工事｣とは、既存の津雲台宿舎の解体・撤去工事をいう。 

10.  ｢解体設計図書｣とは、解体工事に必要な図面一式をいう。 

11.  ｢完成図書｣とは、要求水準書で規定する完成図書をいう。 

12.  ｢既存の津雲台宿舎｣とは、本事業で事業者が解体・撤去すべき施設をいう。 
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13.  ｢基本協定書｣とは、大学及び入札参加者の間で締結された平成 28 年●月●日

付基本協定書をいう。 

14. 「基本設計図書」とは、要求水準書において規定する基本設計図書一式をいう。 

15.  ｢建設企業｣とは、基本協定書において整備工事を担当すると規定される者をい

う。 

16.  ｢工事監理企業｣とは、基本協定書において工事監理業務を担当すると規定され

る者をいう。 

17.  ｢工事監理業務｣とは、要求水準書に規定される工事監理業務をいう。 

18.  ｢サービス購入料｣とは、本契約の履行の対価として大学が事業者に対して支払

う金銭をいい、別紙[7]に規定されるもので、施設整備費相当、維持管理費相当

及び運営費相当から構成されるものをいう。 

19.  ｢実施設計図書｣とは、要求水準書で規定する実施設計図書一式をいう。 

20.  ｢事業期間｣とは、本契約締結日から第[68]条第 1 項に定めた本契約終了日まで

の期間をいう。 

21.  ｢事業年度｣とは、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終了する 1 年

間をいう。 

22.  ｢施設整備費相当｣とは、別紙[7]記載の施設整備費相当をいう。 

23.  ｢出資者｣とは、事業者に対して出資を行い、その株式を保有する者をいう。 

24.  ｢承諾書｣とは、事業者から提出を受けた設計図書に対して、大学が承諾を与え

るための書類をいう。 

25.  ｢整備期間｣とは、本契約の締結日から引渡日までの期間をいう。 

26.  ｢整備業務｣とは、設計業務、解体工事及び整備工事をいう。 

27.  ｢整備工事｣とは、事業用地の造成工事及び本施設の建設工事をいう。 

28.  ｢設計企業｣とは、基本協定書において設計業務を担当すると規定される者をい

う。 

29．  ｢設計業務｣とは、要求水準書に規定される解体にかかる設計業務、造成工事に

かかる設計業務、事前調査業務、各種申請等業務、及び本施設の設計業務をい

う。 

30.  ｢設計・建設費｣とは、施設整備費相当から支払利息の金額を除いたものをい

う。 

31.  ｢設計図書｣とは、解体設計図書、造成設計図書、基本設計図書及び実施設計図

書をいう。 

32.  ｢設計変更｣とは、大学の承諾を受けた設計図書の変更及び施設整備にかかる要

求水準書の内容の追加・変更をいう。 

33.  ｢造成設計図書｣とは、事業用地の造成工事に必要となる図面一式をいう。 

34.  ｢入札参加者｣とは、本事業に関する入札手続に参加した＜企業名＞をいう。 

35.  ｢入札説明書等｣とは、本事業に係る入札説明書及びその添付資料、第 1 回及び
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第 2回質問回答書及びその添付資料をいう。 

36.  ｢引渡日｣とは、事業者が大学に対し本施設を移転した日をいう。 

37.  ｢PFI 法｣とは、前文第 2項に定義されたとおりの意味を有する。 

38.  ｢不可抗力｣とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災

その他の自然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち、通常の

予見可能な範囲を超えるものであって(要求水準書又は設計図書において基準が

定められている場合にあっては、当該基準を超えるものに限る。)、大学及び事

業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。 

39.  ｢本業務｣とは、事業者が要求水準書に基づき実施すべき業務をいう。 

40.  ｢事業用地｣とは、本事業の実施場所である、要求水準書の添付資料別紙１に示

される土地をいい、事業用地のうち本施設の整備を行う敷地を「本施設整備用

地」といい、本施設以外における民間付帯施設の整備を行う敷地を「民間付帯施

設整備用地」という。 

41.  ｢本事業｣とは、大阪大学グローバルビレッジ施設整備運営事業をいう。 

42.  ｢本施設｣とは、学寮、教職員宿舎(独身用 A、独身用 B、単身者用、世帯用)及

びそれらの関連施設をいう。 

43.  ｢本施設以外における民間付帯事業｣とは、事業者が要求水準書及び応募者提案

に従って本施設以外の場所で実施する事業をいう。 

44.  ｢民間付帯施設｣とは、本施設以外における民間付帯事業として事業者が事業用

地に整備する施設をいう。 

45.  ｢モニタリング｣とは、別紙[8]に示す、発注者による事業者の履行の監視及び

確認をいう。 

46.  ｢要求水準書｣とは、本事業の入札において大学が公表した要求水準書(大学に

よる修正及び要求水準書に対する第 1 回及び第 2 回質問回答書を含む。)をい

う。 

2． 前項各号又は本文中で定義されていない用語で、要求水準書で使われている用語

は、要求水準書での意味と同様の意味を有するものとする。 

 

(事業日程) 

第 4条  本事業は、別紙[1]に従って実施されるものとする。 

 

(本事業の概要) 

第 5条  事業者は、本事業を、本契約書、入札説明書等及び応募者提案に従って遂行し

なければならない。 

 

(事業者の資金調達) 

第 6条  本業務の実施にかかる一切の費用は、全て事業者が負担するものとし、また、
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本事業に関する事業者の資金調達は、本契約書に別段の定めがある場合を除き、

全て事業者が自己の責任において行うものとする。 

2.  事業者は、本事業に関する資金調達に対して、PFI 法第 75 条に規定された国

による財政上及び金融上の支援を求めることができる。大学は、事業者が求める

場合、事業者が同条に規定された法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融

上の支援を受けることができるよう努めるものとする。 

 

(契約保証金) 

第 7条  事業者は、本契約の締結と同時に、整備業務の履行を確保するため、契約保証

金又はこれに代わる担保を大学に納付又は提供しなければならない。 

2.  前項の保証金は、設計・建設費の 30パーセント以上の金額とする。 

3.  第 1 項に従い大学に納付された金額又は提供された担保は、本施設の工事完成

後、事業者の請求により返還する。なお、契約保証金に利息は付さない。 

4.  事業者が、自ら大学若しくは事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結

し、又は建設企業をして事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結させた

ときは、契約保証金の納付を免除する。 

5.  前項の履行保証保険契約の保険金額は、設計・建設費の 30 パーセント以上の

金額とし、保険期間は本契約締結の日から本施設の工事完成までの期間とする。 

6.  事業者は、自ら又は建設企業をして事業者を被保険者とする履行保証保険契約

を締結し又はさせた場合、自らの負担により、当該保険金請求権に、第[75]条第

1 項第 1 号に定めた違約金支払債務を被担保債務とする質権を大学のために設定

するものとする。 

7.  事業者は、自ら大学を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合、速や

かに、かかる契約に基づく保険証券の原本を大学に提出するものとする。また、

事業者は、自ら又は建設企業をして事業者を被保険者とする履行保証保険契約を

締結し又はさせた場合、前項に従い質権を設定すると同時に保険証券の原本を大

学に提出するものとする。 

 

(許認可及び届出等) 

第 8条  事業者は、本契約上の義務を履行するために必要となる一切の許認可を、自己

の責任及び費用において取得する。但し、法令上大学が取得すべき許認可につい

ては大学が取得する。 

2.  事業者が大学に対して協力を求めた場合、大学は事業者による前項に定めた許

認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。 

3.  大学が事業者に対して協力を求めた場合、事業者は大学による第 1 項但書に定

めた許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものと

する。 
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(業務の実施) 

第 9条  事業者は、善良なる管理者の注意をもって本業務を実施しなければならない。 

2.  事業者は、この契約に関し協議が継続中であること又は協議が調わないことを

もって、この契約の履行を拒んではならない。 

 

(条件変更等) 

第 10条  事業者は、本業務を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を

発見したときは、その旨を直ちに大学に通知しなければならない。 

(1) 要求水準書のあやまりがあること。 

(2) 事業用地の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、

土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)につい

て、入札説明書等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致し

ないこと。 

(3) 入札説明書等で明示されていない事業用地の条件について、予期することが

できない特別の状態が生じたこと。 

2.  大学は、第 1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認

められるときは、要求水準書の変更案の内容を事業者に通知して、要求水準書の

変更の協議を請求しなければならない。 

3.  第 1 項各号に掲げる事実に対応するため事業者に追加の費用又は損害が発生し

たときは、入札説明書等及び現地説明会の内容に基づき発生が確認できる範囲を

超えるものについて合理的な範囲で大学が当該追加の費用及び損害を負担する。

また大学は、必要と認めるときは、別紙[1]に規定する本事業の日程を、事業者

と協議のうえ変更しなければならない。 

4.  既存の津雲台宿舎にアスベスト、PCB 等の環境汚染物が発見された場合、汚染

物が、入札説明書等及び現地説明会の内容に基づき推測困難であるときは、事業

者が当該汚染物の除去に要した追加費用について大学が負担するものとする。 

 

(大学の請求による要求水準書の変更) 

第 11条  大学は、必要があると認めるときは、要求水準書の変更案の内容及び変更の理

由を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。 

2.  事業者は、前項又は前条第 2 項の通知を受けたときは、15 日以内に、大学に

対して次に揚げる事項を通知し、大学と協議を行わなければならない。 

(1) 要求水準書の変更に対する意見 

(2) 要求水準書の変更に伴う別紙 1の事業日程の変更の有無 

(3) 要求水準書の変更に伴うサービス購入料の変更の有無 

3.  第 1 項の通知の日から 30 日を経過しても前項の協議が整わない場合におい
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て、大学は、必要があると認めるときは、要求水準書、事業日程又はサービス購

入料を変更し、事業者に通知することができる。この場合において、事業者に増

加費用又は損害が発生したときは、大学は必要な費用を負担しなければならな

い。ただし、事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合にお

いては、この限りでない。 

4.  要求水準書の変更が行われた場合において、大学は、必要があると認めるとき

は、理由を示して設計図書又は維持管理・運営業務の体制若しくは業務計画書の

変更を求める旨を事業者に通知することができる。 

 

(事業者の請求による要求水準書の変更) 

第 12条  事業者は、必要があると認めるときは、次に揚げる事項を大学に通知して、要

求水準書の変更の協議を請求することができる。 

(1) 要求水準書の変更の内容 

(2) 要求水準書の変更の理由 

(3) 事業者が求める要求水準書の変更に伴う別紙 1の事業日程の変更の有無 

(4) 事業者が求める要求水準書の変更に伴うサービス購入料の変更の有無 

(5) 事業者が求める要求水準書の変更に伴い設計図書又は維持管理・運営業務の

体制若しくは業務計画書の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容

の概要 

2.  大学は、前項の通知を受けたときは、15 日以内に、事業者に対して要求水準

書の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。 

3.  第 1 項の通知の日から 30 日を経過しても前項の協議が整わない場合には、大

学は、要求水準書、事業日程又はサービス購入料の変更について定め、事業者に

通知する。 

4.  要求水準書の変更が行われた場合において、大学は必要があると認めるとき

は、理由を示して設計図書又は維持管理運営業務の体制若しくは維持管理運営業

務計画書の変更を求める旨を事業者に通知することができる。 

 

(大学のモニタリング) 

第 13条  事業者は、大学が別紙[8]に基づいて事業者の本業務の実施状況等のモニタリ

ングを行なうことを了承し、別紙[8]に定められた書類等を提出するほか、大学

の実施するモニタリングに協力しなければならない。 

2.  事業者は、大学から別紙[8]に基づき[注意、厳重注意、是正指導、是正勧告、

再度是正勧告又は警告]を受けたときは、その内容に従い対策、是正措置等を講

じなければならない。 

3.  大学は、別紙[8]に基づくモニタリングの実施又は不実施を理由として事業者

の本業務の実施及びその結果について責任を負うものではない。 
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(自己モニタリング) 

第 14条  事業者は、本業務の履行状況について常に監視し、業務実施の改善に努めると

ともに、この契約、要求水準書、及び応募者提案に従った本業務の実施が出来な

い恐れがあると認めるときは、適切と認める措置をとるなどして、この契約の不

履行が生じないようにしなければならない。 

2．  事業者は、本業務の履行の結果がこの契約、要求水準書、及び応募者提案に定

める業務水準、仕様等を満たさないと認められるときは、速やかに大学に報告す

るともに、治癒、改善等のための適切な措置を執らなければならない。 

 

(電気及び上下水道等の調達及び費用) 

第 15条  事業者は、本業務の実施に必要な電気、上水、下水排水等については、要求水

準書で特に大学又は入居者が負担すると規定されるものを除き、自己の責任及び

費用で調達し、その費用を負担しなければならない。 

 

(債務不履行による損害) 

第 16条  大学及び事業者は、この契約上の義務の履行を怠ったときは、それにより相手

方に生じた損害を賠償しなければならない。 

2.  前項の規定にかかわらず、大学又は事業者がこの契約に基づいて履行すべき金

銭債務の履行を遅延したときは、遅延日数に応じ、履行期日時点における政府契

約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定

に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方

に支払うものとする。 

 

(事業用地) 

第 17条  事業者は、本業務（本施設以外における民間付帯事業を除く。）を本施設整備

用地において実施しなければならない。ただし、事業用地の造成工事は本事業と

して実施するものとし、その他業務の性質上、事業用地で実施できないものにつ

いては、この限りではない 

 

(監視職員) 

第 18条  大学は、監視職員を置いたときは、その氏名を事業者に通知しなければならな

い。監視職員を変更したときも同様とする。 

2.  監視職員は、本契約に基づく大学の権限とされる事項のうち大学が必要と認め

て監視職員に委託したもののほか、次に掲げる権限を有する。 

一  事業者により提供されるサービスの水準の測定及び評価を行うこと。 

二  契約の履行についての事業者又は事業者の事業代理人に対する承諾又は協
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議を行うこと。 

三  工事現場に立会い、工事の施工部分を検査し、又は事業者、事業者の事業

代理人、工事の施工者若しくは維持管理・運営業務にかかる従事職員に質問

し、若しくは説明若しくは報告を求めること。 

3.  大学は、二名以上の監視職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては

それぞれの監視員の有する権限の内容を、監視職員に本契約に基づく大学の権限

の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、事業者に通知しな

ければならない。 

4.  大学が監視職員を置いたときは、本契約に定める請求、通知、報告、催告、承

諾、要請及び解除については、要求水準書に定めるものを除き、監視職員を経由

して行うものとする。この場合においては、監視職員に到達した日をもって大学

に到達したものとみなす。 

5.  大学が監視職員を置かないときは、本契約に定める監視職員の権限は大学に帰

属する。 

 

(事業代理人) 

第 19条  事業者は、事業代理人を選任し、要求水準書に定めるところにより、その氏名

その他必要な事項を管理者等に通知しなければならない。事業代理人を変更した

ときも同様とする。 

2.  事業代理人は、この契約の履行に関し、本施設又は工事現場に常駐し、その運

営を行うほか、サービス購入料の変更、サービス購入料の請求及び受領、次条第

1 項の請求の受理、同条第 2 項の決定及び通知並びに本契約の解約に係る権限を

除き、本契約に基づく事業者の一切の権限を行使することができる。 

3.  事業者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち事業代理人に委

任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を

大学に通知しなければならない。 

 

(監視職員及び事業代理人に関する措置要求) 

第 20条  大学は、事業代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき

は、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきこ

とを請求することができる。 

2.  事業者は、前項の大学による請求があったときは、当該請求に係る事項につい

て決定し、その結果を請求を受けた日から●日以内に大学に通知しなければなら

ない。 

3.  事業者は、監視職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき

は、大学に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきこと

を請求することができる。 
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4.  大学は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について

決定し、その結果を請求を受けた日から●日以内に事業者に通知しなければなら

ない。 

 

(近隣住民に対する説明及び環境対策) 

第 21条  事業者は、その責任及び費用負担において、近隣住民に対して、本施設に係る

工事及び本施設以外における民間付帯事業に係る施設の概要及び事業内容に関す

る説明を行わなければならない。この場合において、要求水準書で定めた本事業

(本施設以外における民間付帯事業を除く。)の内容及び本施設の規模に関する事

項に関する説明は、大学の責任とする。 

2.  事業者は、その責任及び費用負担において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の

断絶その他の本施設及び民間付帯施設に係る工事及び運営が近隣住民の生活環境

に与える影響を調査し、合理的な範囲で必要な対策を行わなければならない。 

3.  事業者は、第一項の説明又は前項の対策を行おうとするときは、あらかじめ、

その概要を大学に報告しなければならない。 

4.  大学は、前項の報告で第一項の説明に係るものを受けた場合において必要があ

ると認められるときは、事業者が行う説明に協力するものとする。 

5.  事業者は、第一項の説明又は第二項の対策を行ったときは、その結果を大学に

報告しなければならない。 

6.  事業者は、大学の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として事業計画

(本施設及び民間付帯施設にかかる応募者提案の内容をいう。)の変更をすること

はできない。この場合、大学は、事業者が事業計画を変更せず、更なる調整に

よっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、事業計画

の変更を承諾することができる。 

7.  近隣調整の結果、本施設の整備期間の延長が見込まれる場合には、大学及び事

業者は協議の上、速やかに、引渡日を変更することができる。 

 

第 2章 本施設の設計 

 

(本施設の設計) 

第 22条  事業者は、本契約締結後速やかに、日本国の法令を遵守の上、本契約書、入札

説明書等、及び応募者提案に基づき、解体設計、造成設計、及び本施設の設計を

実施するものとする。なお、本契約締結以前において大学と事業者若しくは入札

参加者との間で既に設計にかかる協議が開始されている場合、大学及び事業者は

かかる協議の結果を引き継ぐものとする。 
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(第三者による設計) 

第 23条  事業者は、設計に関する業務の実施を設計企業に委託し、又は請け負わせるも

のとし、設計企業以外の者に、設計に関する業務の実施を行わせてはならない。 

2.  前項の規定にかかわらず、事業者及び設計企業は、事前に大学の承諾を得たと

きは、設計に関する業務の実施の一部を第三者に委託し、又は請け負わせること

ができる。当該第三者が自己以外の第三者に委託し、又は請け負わせるときも同

様とする。 

3.  前 2 項の規定による設計企業及び設計企業以外の第三者への設計に関する業務

の実施の委託又は請負は、全て事業者の責任において行うものとし、設計企業そ

の他設計に関する業務の実施に関して事業者が使用する一切の第三者の責めに帰

すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負

うものとする。 

 

(大学又は事業者が求める設計変更) 

第 24条  大学は、必要があると認める場合、事業者に対して、整備期間の変更を伴わ

ず、かつ、応募者提案の範囲を逸脱しない限度で、設計変更を求めることができ

る。この場合、事業者は、当該変更の要否及び事業者の本事業の実施に与える影

響を検討し、大学に対して 15日以内にその結果を通知するものとする。 

2.  大学は、前項の結果を踏まえて設計変更の実施又は不実施及び実施する場合の

変更内容を最終的に決定し、事業者に通知する。事業者は、通知を受けた決定に

従うものとする。 

3.  前項の規定に従い、事業者が大学の請求により本施設の全部又は一部の設計変

更を行う場合、当該変更により事業者に追加費用が発生したときは、大学が当該

費用を負担するものとし、費用の減少が生じたときにはサービス購入料の支払額

を減額するものとする。 

4.  事業者は、大学の承諾を得た場合に限り、設計変更(要求水準書の変更を除

く。)を行うことができる。 

5.  前項の規定に従い、事業者が大学の承諾を得て設計変更を行う場合、当該設計

変更により事業者に追加費用が発生したときは、事業者が当該費用を負担するも

のとし、費用の減少が生じたときにはサービス購入料の支払額を減額するものと

する。 

 

(法令変更等による設計変更) 

第 25条  法令制度の新設又は改正により設計変更が必要となった場合、事業者は大学に

対し設計変更の承諾を求めることができる。この場合、当該変更により事業者に

追加費用が発生したときは、大学又は事業者が別紙[3]の定めに従って当該費用

を負担するものとし、費用の減少が生じたときにはサービス購入料の支払額を減
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額するものとする。 

2.  前項に基づく変更に起因して本施設の引渡の遅延が見込まれる場合、大学及び

事業者は協議の上、本施設の引渡日を変更することができるものとする。 

 

(設計のモニタリング) 

第 26条  大学は、解体工事、造成工事及び本施設が本契約書、入札説明書等、要求水準

書及び応募者提案に基づき設計又は計画されていることを確認するために、設計

業務の状況その他について、事業者に事前に通知した上で事業者に対しその説

明、その他書類の提出を求めることができるものとする。 

2.  事業者は、前項に定めた設計業務の状況その他についての説明及び大学による

確認の実施につき大学に対し最大限の協力を行うものとし、また、大学に対し設

計企業をして必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。 

3.  大学は、前 2 項に基づき説明、報告等を受けた際に指摘事項がある場合、適宜

これを事業者に伝え、その他意見を述べることができる。 

 

(設計の完了) 

第 27条  事業者は、本施設に関し、解体設計、造成設計、基本設計及び実施設計の完了

後遅滞なく、別紙[1]の日程に従い、大学に対し各設計図書を提出しその説明を

行った上で、大学の確認を受け、大学より承諾書の交付を受けなければならな

い。なお、事業者が承諾書の受領後、第[24]条又は第[25]条に従い、設計変更を

行った場合も同様とする。 

2.  大学は、提示された設計図書が本契約書、入札説明書等、応募者提案又は大学

と事業者の打ち合わせにおいて合意された事項に従っていない、若しくは提示さ

れた設計図書では本契約書、入札説明書等、及び応募者提案において要求される

仕様を満たさないと判断する場合には、事業者の負担において修正することを求

めることができる。 

3.  事業者は、大学からの指摘により又は自ら設計に不備・不具合等を発見したと

きは、自己の負担において速やかに設計図書の修正を行い、修正点について大学

に報告し、その確認を受けるものとする。 

4.  前 2 項の規定にかかわらず、設計の不備・不具合が入札説明書等又は大学の指

示に誤りがあったことから生じた場合、その修正等に要する費用は、大学の負担

とする。 

5.  事業者が本条に従い提出した設計図書のうち、工事費内訳書等及び整備工事工

程表は、本契約書に別段の定めがある場合を除き、大学及び事業者を拘束するも

のではない。 

6.  事業者又は設計企業が行った本施設の設計に瑕疵があった場合であっても、大

学は、第 1 項及び第 3 項に定めた確認の実施及び承諾書の交付を理由として、当
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該瑕疵の存在につき何ら責任を負わないこととする。 

 

第 3章 本施設の整備 

 

第 1 総  則 

 

(本件施設の整備) 

第 28条  事業者は、別紙[1]の日程に従い、日本国の法令を遵守の上、本契約書、入札

説明書等、及び応募者提案に従い、建設企業をして整備工事を実施させ、工事監

理業務を工事監理企業に実施させるものとする。 

2.  仮設、施工方法、その他本施設を完成するために必要な一切の手段について

は、要求水準書又は応募者提案で特に定めるものを除き、事業者が自己の責任に

おいて定めるものとする。 

 

(施工計画書等) 

第 29条  事業者は、建設企業をして、要求水準書において整備着工時の提出図書として

規定される書類を作成させ、整備工事着工日前に大学に提出させるものとする。 

2.  事業者は、建設企業をして整備工事工程表に従い整備工事を遂行させるものと

する。 

3.  事業者は、整備工事の期間中、建設企業をして工事現場に常に工事記録を整備

させなければならない。 

4.  事業者は、整備工事の期間中、建設企業をして、月間工事工程表につき毎月末

日までに翌月分を、月間工事報告書につき毎月[5]日までに前月分を、それぞれ

大学に提出させるものとする。また、事業者は、整備工事の期間中、工事監理企

業をして月間工事監理報告書につき毎月[5]日までに前月分を、大学に提出させ

るものとする。 

5.  大学は、事業者から施工体制台帳(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条

の 7 に定めた施工体制台帳をいう。)及び施工体制にかかる事項について報告を

求めることができる。 

 

(第三者への委託(整備工事)) 

第 30条  事業者は、整備工事を建設企業に委託又は請け負わせるものとし、事前に大学

の承諾を得た場合を除き、建設企業以外の者に、整備工事の全部又は大部分を委

託又は請け負わせてはならない。但し、事業者は、事前に大学へ届け出ることに

より、整備工事の一部につき建設企業以外の第三者に委託するほか、下請人を使

用することができる。当該第三者又は下請人が第三者への再委託をする場合又は

孫請人を使用する場合も同様とする。 
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2.  建設企業の使用は全て事業者の責任において行うものとし、建設企業その他の

整備工事に関して事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、事業

者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。 

 

(第三者への委託(工事監理)) 

第 31条  事業者は、工事監理業務の実施を工事監理企業に委託し、又は請け負わせるも

のとし、工事監理企業以外の者に、工事監理業務の実施を行わせてはならない。 

2.  前項の規定にかかわらず、事業者及び工事監理企業は、事前に大学の承諾を得

たときは、工事監理に関する業務の実施の一部を第三者に委託し、又は請け負わ

せることができる。当該第三者が自己以外の第三者に委託し、又は請け負わせる

ときも同様とする。 

3.  前 2 項の規定による工事監理企業及び工事監理企業以外の第三者への工事監理

業務の実施の委託又は請負は、全て事業者の責任において行うものとし、工事監

理企業その他工事監理業務の実施に関して事業者が使用する一切の第三者の責め

に帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任

を負うものとする。 

 

(工事監理者) 

第 32条  事業者は、本施設の建設工事の着工日前に工事監理者を設置し、速やかに当該

工事監理者の名称を大学に対して通知するものとする。 

2.  大学は、事業者を通じて工事監理者に随時報告を求めることができるものと

し、また、事業者は、工事監理者をして大学に定期的に報告を行わせるものとす

る。 

 

(事業用地の管理) 

第 33条  事業用地(解体中及び整備中の物件を含む。)の管理は、事業者が善良なる管理

者の注意義務をもって行う。 

2.  事業者は、工事現場における安全管理及び警備等に努めるものとする。 

3.  整備工事に関し、事業者又は建設企業の労働者が災害を被り又は建設機械器具

等必要な設備の盗難又は損傷等により追加費用が発生した場合、不可抗力事由に

起因する追加費用として別紙[5]に従い大学が負担する場合を除き、当該追加費

用は事業者が負担する。 

 

(整備に伴う各種調査) 

第 34条  事業者は、本施設の整備のために大学が行った調査の結果に基づき、本施設を

整備するものとする。 

2.  大学が前項に従い実施した調査の不備、誤謬等から発生する一切の責任は、大
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学がこれを負担するものとする。 

3.  事業者は、本施設の整備に伴う地盤調査及び各種調査等を行う場合、大学に事

前に連絡し、その承諾を得た上で自己の費用により実施するものとする。 

4.  事業者が前項に従い実施した地盤調査及び各種調査等の不備、誤謬等から発生

する一切の責任は、事業者がこれを負担するものとする。 

 

第 2 大学による確認 

 

(中間確認及び工事現場立会い等) 

第 35条  大学は、本施設が設計図書に従い整備されていることを確認するために、整備

工事について、事業者に事前に通知した上で、事業者、建設企業又は工事監理企

業に対して中間確認を求めることができるものとし、また、工事現場において立

会いの上、整備状況を確認することができるものとする。 

2.  事業者は、前項に定めた中間確認及び整備状況の確認の実施について、大学に

対して最大限の協力を行うものとし、また、建設企業又は工事監理企業をして、

大学に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。 

3.  前 2 項に定めた説明又は確認の結果、整備工事の状況が本契約書、入札説明書

等、設計図書又は応募者提案の内容を逸脱していることが判明した場合、大学

は、事業者に対して、事業者の負担による是正を求めることができ、事業者はこ

れに従わなければならない。 

4.  事業者は、整備工事の期間中において、工事監理者が定めた本施設の建設工事

にかかる検査又は試験について、事前に大学に対して通知するものとする。ま

た、大学は、当該検査又は試験に立会うことができるものとする。 

5.  事業者、建設企業又は設計企業が行った本施設の整備又は設計に瑕疵があった

場合であっても、大学は、本条に定めた立会い又は確認等の実施を理由として、

当該瑕疵の存在につき何ら責任を負わないこととする。 

 

第 3 本施設の完成 

 

(竣工検査) 

第 36条  事業者は、自己の責任及び費用において、本施設の竣工検査を行うものとす

る。なお、事業者は、本施設の竣工検査の日程を事前に大学に対して通知するも

のとする。 

2.  大学は、事業者が前項の規定により行う竣工検査への立会いを求めることがで

きる。但し、事業者又は建設企業が行った本施設の整備に瑕疵があった場合で

あっても、大学はかかる立会いの実施を理由として、当該瑕疵の存在につき何ら

責任を負わないこととする。 
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3.  事業者は、竣工検査に対する大学の立会いの有無を問わず、大学に対して竣工

検査の結果を検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告しなけ

ればならない。 

 

(完成確認) 

第 37条  大学は、事業者による前条の竣工検査の終了後、本施設の引渡日に先立ち、次

の方法により完成確認を実施するものとする。 

(1) 大学は、建設企業、設計企業及び工事監理者立会いのもとで、本施設の完成

確認を実施する。 

(2) 完成確認は、設計図書との照合により実施する。 

(3) 機器・備品等の試運転等は、大学による完成確認前に事業者が自己の責任及

び費用により実施し、その報告書を大学に提出する。なお、大学は、かかる

試運転等に立会うことができる。 

(4) 事業者は、試運転等とは別に、機器・備品等の取扱いに関する大学への説明

を実施する。 

2.  事業者、建設企業又は設計企業が行った本施設の整備又は設計に瑕疵があった

場合であっても、大学は前項の確認の実施のみを理由として、当該瑕疵の存在に

つき何ら責任を負わないこととする。 

 

(完成確認通知) 

第 38条  大学が前条に基づき本施設が設計図書に従い整備されていることを確認し、か

つ、事業者が第[62]条第１項及び別紙[4]第 2 項に規定される保険に加入し、か

つ、その保険証書の写しを完成図書と共に大学に対し提出した場合、大学は事業

者に対し速やかに完成確認書を交付するものとする。 

2.  事業者は、大学の完成確認書を受領した場合、第[47]条に従い、速やかに、本

件施設の引渡手続を行うものとする。 

 

(維持管理及び運営体制の整備) 

第 39条  事業者は、引渡日までに、維持管理・運営業務の実施に必要な人員を確保し、

かつ、維持管理・運営業務に必要な訓練、研修等を行うものとする。また、事業

者が大学に対して当該訓練、研修等の協力を求めた場合、大学は訓練及び研修に

必要な情報開示をし、可能な範囲でこれに応じるものとする。 

2.  事業者は、前項に定めた研修等を完了し、かつ、要求水準書に従って維持管

理・運営業務を実施することが可能となった段階で、大学に対して通知を行うも

のとする。 
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(維持管理及び運営体制の確認) 

第 40条  大学は、前条第 2 項に定めた事業者からの通知を受領した場合、要求水準書と

の整合性を図るため、本施設の維持管理・運営体制の確認を行うものとする。 

2.  事業者は、前項に基づき大学による維持管理・運営体制の確認を経なければ、

維持管理・運営業務を開始することはできないものとする。 

 

第 4 整備期間の変更等 

 

(整備期間の変更) 

第 41条  大学が事業者に対して整備期間の変更を請求した場合、大学と事業者は協議に

より当該変更の当否を定めるものとする。 

2.  不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により整備期間を遵守で

きないことを理由として事業者が整備期間の変更を請求した場合、大学と事業者

は協議により当該変更の当否を定めるものとする。但し、大学と事業者の間にお

いて協議が整わない場合、大学が合理的な整備期間を定めるものとし、事業者は

これに従わなければならない。 

 

(整備期間変更による費用負担) 

第 42条  大学の責めに帰すべき事由により、整備期間が延長された場合、大学は、事業

者に対し、当該延長に伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相当する金額を

支払うものとする。但し、この場合、大学は遅延損害金を負担しないものとす

る。 

2.  事業者の責めに帰すべき事由により、整備期間が延長された場合、事業者は、

大学に対し、その期間、設計・建設費につき、遅延損害金の支払い日における国

立大学法人大阪大学工事請負等契約細則別記第 1 号第 40 を適用して計算した額

を支払うものとする。但し、大学に当該遅延損害金を超える損害が発生した場

合、事業者は、その損害額を支払わなければならない。 

3.  不可抗力により、整備期間が延長された場合、当該延長に伴い事業者が負担し

た合理的な追加費用は、別紙[5]に定めた負担割合に従い、大学及び事業者が負

担するものとする。 

 

(工事の中止) 

第 43条  大学は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知した上で、整備工

事の全部又は一部を一時中止させ、さらに整備期間を変更することができるもの

とする。 

2.  前項に定めた整備工事の一時中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合、

事業者は、工事の再開に備え工事現場を維持し、又は労働者、建設機械器具等を
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保持するための費用、その他整備工事の一時中止に伴う事業者の増加費用及び損

害を自ら負担しなければならない。 

3.  第 1 項に定めた施工の一時中止が大学の責めに帰すべき事由による場合、大学

は、事業者に対し、工事の再開に備え工事現場を維持し、又は労働者、建設機械

器具等を保持するための費用、その他施工の一時中止に伴う事業者の合理的な増

加費用を負担し、また、事業者が被った損害を賠償しなければならない。 

4.  第 1 項に定めた整備工事の一時中止が不可抗力による場合、大学及び事業者

は、別紙[5]に従って、工事の再開に備え工事現場を維持し、又は労働者、建設

機械器具等を保持するための費用、その他施工の一時中止に伴う事業者の追加費

用及び損害を負担しなければならない。 

 

第 5 損害の発生等 

 

(第三者に発生した損害) 

第 44条  事業者は、整備工事の期間中に、第三者に対し損害を発生させた場合、適用あ

る法令に従い、自己の費用と責任において、当該第三者に対し、かかる損害の賠

償をしなければならない。 

 

(不可抗力による損害) 

第 45条  不可抗力により、建設中の本施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材

料、その他建設機械器具等の財産の全部又は一部に損害が発生した場合、事業者

は、当該事実の発生後直ちにその状況を大学に通知しなければならない。 

2.  前項の規定による通知を受けた場合、大学は直ちに調査を行い、損害の状況を

確認し、その結果を事業者に通知するものとする。 

3.  前項の損害(追加工事に要する費用を含む。)に係る追加費用は、別紙[5]に定

めた負担割合に従い、大学及び事業者が負担するものとする。 

 

(整備期間中の保険) 

第 46条  事業者は、整備工事の期間中、自己又は建設企業をして別紙[4]第 1 項に掲げ

る保険に加入し、保険料を負担するものとする。 

2.  事業者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに

代わるものを直ちに大学に提示しなければならない。 

 

第 4章 本施設の引渡等 

 

(引渡手続) 

第 47条  事業者は、大学から完成確認書を受領した場合、別紙[1]の引渡予定日におい
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て本施設及び備品を大学に引き渡すものとする。 

2.  前項の引渡しにあたり、事業者は、担保権、用役権等の負担のない完全な所有

権を大学に移転しなければならない。 

3.  事業者は、本施設の引渡しとともに、大学の本施設にかかる所有権保存登記申

請に必要な書類を大学に交付し、大学の所有権保存登記申請を支援するものとす

る。 

 

(瑕疵担保責任) 

第 48条  本施設(備品を含む。以下本条で同じ。)に瑕疵があるときは、大学は、事業者

に対して相当の期間を定めて当該瑕疵の修補(備品については交換を含む。以下

同じ。)を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求する

ことができる。但し、当該瑕疵が重要ではなく、かつ、当該瑕疵の修補に過分の

費用を要するときは、大学は、当該瑕疵の修補を請求することができない。 

2.  前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、引渡日から 2 年以内に行

わなければならない。但し、当該瑕疵が事業者の故意又は重大な過失により生じ

た場合、又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第

87 条第 1 項に定めた構造耐力上主要な部分若しくは雨水の侵入を防止する部分

について生じた場合(構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)に

は、当該請求を行うことのできる期間は、10年間とする。 

3.  大学は、本施設の引渡の際に瑕疵があることを知ったときは、第 1 項の規定に

かかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該瑕疵の修補及び損害

賠償の請求をすることはできない。但し、事業者が当該瑕疵のあることを知って

いたときは、この限りでない。 

4.  大学は、本施設が第 1 項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、第 2 項に定め

た期間内で、かつ、その滅失又は毀損を大学が知った日から 1 年以内に第 1 項の

権利を行使しなければならない。 

5.  事業者は、建設企業をして、大学に対し本条による瑕疵の修補及び損害の賠償

をなすことについて保証させるべく、別紙[6]に定めた様式に従った保証書を建

設企業から徴求し、大学に差し入れるものとする。 

 

第 5章 維持管理及び運営 

 

第 1 総  則 

 

(本施設の維持管理業務及び運営業務) 

第 49条  事業者は、維持管理・運営期間中、自己の責任及び費用において、要求水準書

に従って、維持管理・運営業務を遂行する。 
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(第三者への委託) 

第 50条  事業者は、維持管理業務の全部又は大部分を維持管理企業に委託するものと

し、及び、運営業務の全部又は大部分を運営企業に委託するものとする。維持管

理業務の一部または運営業務の一部に関しては、事前に大学に届け出ることによ

り維持管理企業または運営企業以外の者に委託できるが、この場合当該委託が終

了したときには、その旨大学に通知するものとする。 

2.  維持管理企業、運営企業その他の者の使用は全て事業者の責任において行うも

のとし、維持管理企業、運営企業、その他本施設の維持管理及び運営に関して事

業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき

事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。 

 

(業務責任者) 

第 51条  事業者は、維持管理・運営業務の開始までに、維持管理業務及び運営業務のそ

れぞれについて、業務責任者を定め、大学にその氏名、所属、経歴その他大学が

定める事項を通知しなければならない。 

2.  事業者は、前項の業務責任者を変更するときは、変更後の業務責任者の氏名、

所属、経歴その他大学が定める事項を、あらかじめ大学に通知しなければならな

い。 

 

(従事職員名簿の提出等) 

第 52条  事業者は、大学に対し、維持管理・運営業務に従事する者(第 3 項で｢従事職

員｣という。)の名簿を維持管理・運営業務の開始前に提出しなければならない。

また、事業者は、従事職員に異動があった場合、速やかに大学に対しその旨を報

告し、名簿を更新しなければならない。 

2.  事業者は、引渡日までに、業務の管理体制、業務分担、緊急連絡体制等の業務

に必要な書類を、予め大学に提出し、大学の承諾を得るものとする。 

3.  大学は、前条の業務責任者又は従事職員がその業務を行うに不適当と認められ

るときは、その理由を明記して、事業者に対し交代を請求することができる。 

 

(維持管理業務計画書及び運営業務計画書の提出) 

第 53条  事業者は、各事業年度毎の維持管理業務計画書及び運営業務計画書を、当該事

業年度が開始する 30 日前までに大学に提出し、その承諾を受けなければならな

い。なお、維持管理業務計画書及び運営業務計画書の記載事項については、事業

者と協議の上、大学が定めて事業者に対して通知するものとする。 

 

第２ 維持管理・運営業務の実施 
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(家賃、光熱水費及び入居一時金等の徴収)  

第 54条  事業者は、要求水準書に従い、本施設の入居者から家賃、管理費及び入居一時

金を、駐車場、トランクルーム等の利用者から利用料を、それぞれ徴収し、大学

に納付する。 

2.  事業者は、学寮の入居者から光熱水費を定額にて徴収し、大学に納付する。供

給事業者への支払いは事業者が行うものとし、事業者はその実費を大学に請求す

ることができる。 

3.  事業者は前 2 項の徴収において、通常考えられる徴収業務を行ったにも関わら

ず、徴収に応じない者の負担分については、大学に請求することができる。 

4.  事業者は、入居者退去時の空室補修・クリーニングに要した費用を、サービス

購入料とは別途、大学に請求することができるものとする。 

 

(大規模修繕) 

第 55条  事業者は、維持管理・運営期間中、要求水準書及び維持管理業務計画書に従

い、自己の費用と責任において、本施設の修繕を実施する。なお、本条の修繕は

大規模修繕を含む。 

2 .  事業者は、維持管理・運営期間中、維持管理業務計画書に記載のない本件施設

の全部又は一部について大規模修繕を行う必要が生じた場合、事前に大学に対し

てその内容その他必要事項を通知し、かつ、大学の事前の承諾を得た上で、自己

の費用と責任において、かかる大規模修繕を実施するものとする。 

 

 

(大規模修繕の瑕疵担保責任) 

第 56条  事業者が実施した大規模修繕の結果に瑕疵があるときは、大学は、事業者に対

して相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補

とともに損害の賠償を請求することができる。但し、当該瑕疵が重要ではなく、

かつ、当該瑕疵の修補に過分の費用を要するときは、大学は当該瑕疵の修補を請

求することができない。 

2.  前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、当該大規模修繕の完了か

ら 2 年以内に行わなければならない。但し、当該瑕疵が事業者の故意又は重大な

過失により生じた場合、又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第 87 条第 1

項に定めた構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生

じた場合(構造耐力上又は雨水の侵入に影響ないものを除く。)には、当該請求を

行うことができる期間は、10年間とする。 

3.  大学は、当該大規模修繕の完了の際に瑕疵があることを知ったときは、第 1 項

の規定にかかわらず、その旨直ちに事業者に通知しなければ、当該瑕疵の修補及



-23- 

び損害賠償の請求をすることはできない。但し、事業者が当該瑕疵があることを

知っていたときは、この限りでない。 

4.  大学は、本施設が第 1 項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、第 2 項に定め

た期間内で、かつ、その滅失及び毀損を大学が知った日から 1 年以内に第 1 項の

権利を行使しなければならない。 

5.  事業者は、事業者から大規模修繕の実施を請け負った者をして、大学に対し第

1 項による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、各大

規模修繕について、別紙[6]に準じた様式の保証書を作成させ、大学に差し入れ

させるものとする。 

6.   本条の規定は、維持管理・運営期間の終了後も効力を有する。 

 

(本施設における独立採算業務) 

第 57条  運営業務の生活利便サービス業務のうち、コインランドリーの設置・運営業

務、生活品レンタル業務及びインターネット接続業務は、事業者の独立採算で実

施する業務とし、それらの業務による収入は事業者の収入とする。 

2.  前項の業務の実施のため事業者が本施設の一部を専用使用するときは、必要な

本施設の部分を大学が事業者に対して無償で貸し付けるものとする。 

3.  事業者は、第 1 項に定めるもののほか、要求水準書及び応募者提案に従い、本

施設において、入居者の利便性を向上するために任意に提案された業務を実施す

ることができる。 

4.  前項の業務は事業者の独立採算で実施するものとし、当該業務から得られる収

入は事業者の収入とする。 

5.  大学は、第 3 項の業務の実施に必要な本施設の部分を[大阪大学賃貸借契約基

準]に従い、有償で提供する。 

6.  第 1項及び第 3項の事務の実施に必要な光熱水費は、事業者の負担とする。 

 

(業務報告書) 

第 58条  事業者は、要求水準書に基づき、維持管理・運営業務の実施状況を正確に反映

した日報、月報、四半期報及び年間報告書を業務報告書として作成し、大学に対

し提出しなければならない。 

2.  前項に定めた業務報告書に記載すべき内容は、大学と事業者が協議の上、大学

が定めるものとする。 

 

(第三者に発生した損害) 

第 59条  事業者は、維持管理・運営期間中に自己の責めに帰すべき事由(維持管理・運

営業務に伴い通常避けることができない騒音等の事由を含む。)により、第三者

に対し損害を発生させた場合、自己の費用と責任において、当該第三者に対し、
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かかる損害の賠償をしなければならない。 

2.  大学は、維持管理・運営期間中に自己の責めに帰すべき事由により、第三者に

対し損害を発生させた場合、自己の費用と責任において、当該第三者に対し、か

かる損害の賠償をしなければならない。 

3.  維持管理・運営期間中に本事業の実施に関して大学又は事業者が不可抗力によ

り第三者に対し損害を発生させた場合、大学及び事業者は、別紙[5]に従って、

当該第三者に対し、かかる損害の賠償をしなければならない。 

 

(大学又は事業者に発生した損害) 

第 60条  事業者は、維持管理・運営期間中に自己の責めに帰すべき事由により大学に対

し損害を発生させた場合、自己の費用と責任において、大学に対し、かかる損害

の賠償をしなければならない。 

2.  大学は、維持管理・運営期間中に自己の責めに帰すべき事由により、事業者に

対し損害を発生させた場合、自己の費用と責任において、事業者に対し、かかる

損害の賠償をしなければならない。 

3.  維持管理・運営期間中に、大学又は事業者が不可抗力により大学又は事業者に

対し損害を発生させた場合、事業者は、当該事実の発生後直ちにその状況を大学

に通知しなければならない。 

4.  前項の規定による通知を受けた場合、大学は直ちに調査を行い、損害の状況を

確認し、その結果を事業者に通知するものとする。 

5.  第 3 項に定めた損害に係る追加費用は、別紙[5]に定めた負担割合に従い、大

学及び事業者が負担するものとする。 

 

(本施設の損傷) 

第 61条  入居者又はその他の第三者の人為的な行為によって本施設が損傷を受けた場

合、大学がその費用において補修等を実施する。ただし、次の各号のいずれかに

該当するときは、事業者がその費用で補修等を実施しなければならない。 

(1) 損傷した者を特定できるとき 

(2) 補修等が維持管理業務のうち建物保存管理業務又は建物設備保存業務に含ま

れるとき 

(3) 補修等の費用が次条第 1項により事業者等が加入する保険の保険金でてん補

されるとき又は当該保険の免責金額以内のとき 

2.  前項第 1 号のときにおいて、事業者が損傷の原因者に補修等の費用を求償する

ことを妨げない。 

 

(維持管理・運営期間中の保険) 

第 62条  事業者は、維持管理・運営期間中、別紙[4]第 2 項に記載の保険に加入し、又
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は維持監理企業若しくは運営企業をして加入させ、保険料を負担するものとす

る。 

2.  事業者は、前項の規定により保険契約が締結されたときは、その証券又はこれ

に代わるものを直ちに大学に提示しなければならない。 

 

第 6章 本施設以外における民間付帯事業 

 

(本施設以外における民間付帯事業) 

第 63条  事業者は、本契約、入札説明書等、応募者提案に従い、民間付帯施設整備用地

において、本施設以外における民間付帯事業を実施するものとする。 

2.  大学は、事業者の本施設以外における民間付帯事業の実施のため、別紙[10]の

様式による定期借地権設定契約を締結し、事業者のために民間付帯施設整備用地

に土地定期借地権を設定する。 

3.  本施設以外における民間付帯事業は事業者の独立採算で実施するものとし、同

事業にかかる費用の増加、収入の減少、不可抗力による損害、法令変更による追

加費用等は全て事業者の負担であり、事業実施にかかるすべてのリスクは事業者

が負担する。 

4.  本契約が解約されたときは、民間付帯施設整備用地にかかる定期借地権設定契

約を解約することができるものとする。 

5.  大学は、本施設以外における民間付帯事業の実施情況をモニタリングできるも

のとする。大学の実施するモニタリングの方法及び内容は別紙[8]に定める。 

6．  事業者は、定期借地権設定契約の期間終了時及び中途解約時における民間付帯

施設整備用地に整備された民間付帯施設の撤去及び民間付帯施設整備用地の更地

返還の義務履行を入札参加者の構成員が連帯して保証すること、民間付帯施設の

撤去及び民間付帯施設整備用地の更地返還を事業者が履行しないときは当該構成

員が任意の方法で実施することについて、異議なく了解する。 

 

第 7章 サービス購入料の支払 

 

(サービス購入料の支払) 

第 64条  大学は、事業者に対して、別紙[7]に定めた金額及びスケジュールに従い、

サービス購入料を支払うものとする。但し、サービス購入料は、施設整備費相

当、維持管理費相当、運営費相当に分割して計算するものとする。 

2.  大学は、事業者に対し、施設整備費相当の支払として合計金●円を別紙[7]に

従い支払うものとする。 

3.  大学は、事業者に対し、維持管理費及び運営費の支払として、事業者が要求水

準書に従い本施設を適切に維持管理・運営していることを大学がモニタリングに
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より確認することを条件として、それぞれ合計金●円及び合計金●円を、別紙

[7]に従い支払うものとする。 

4.  サービス購入料の支払手続は別紙[7]に定めるところに従う。 

 

(サービス購入料の物価変動による変更) 

第 65条  サービス購入料は、物価変動に伴い、別紙[7]に従って、改定される。 

 

(維持管理・運営費の減額) 

第 66条  大学は、別紙[8]に従い、事業者に対して支払う維持管理費相当及び運営費相

当の支払額を減額することができるものとする。 

 

(維持管理費及び運営費の返還) 

第 67条  業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合、大学は、別紙[9]に従

い、事業者に対し既に支払った維持管理・運営費相当の減額計算を行う。 

2.  前項の場合において、事業者は大学に対して、当該虚偽記載がなければ大学が

減額し得た維持管理費相当及び運営費相当の減額相当額を返還しなければならな

い。 

 

第 8章 契約期間及び契約の終了 

 

(契約期間) 

第 68条  本契約は、本契約締結日から効力を生じ、本事業(本施設以外における民間付

帯事業を除く。)にかかる部分については平成 62 年 9 月 30 日に、本施設以外に

おける民間付帯事業にかかる部分については平成●年●月●日に、それぞれ終了

する。 

 

(契約終了時の取扱) 

第 69条  事業者は、維持管理・運営業務の終了にあたっては、大学に対して、要求水準

書記載の業務その他それに付随する業務のために本施設を大学が継続使用できる

よう本施設の維持管理・運営業務に関して必要な事項を説明し、かつ、事業者が

用いた維持管理・運営業務に関する操作要領、申し送り事項その他の資料を提供

するほか、引継ぎに必要な協力を行う。 

2.  維持管理・運営業務の終了時において本施設が要求水準書が定める契約終了時

の要求水準を満たさない場合、事業者は、自らの責任と費用において、要求水準

書が定める契約終了時の要求水準を満たす状態まで修繕又は補修するものとす

る。 

3.  本施設以外における民間付帯事業の終了時においては、事業者は、定期借地権
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設定契約に従い、民間付帯施設を解体・撤去し、貸付を受けた土地を更地にした

うえで、大学に返還しなければならない。 

 

(事業者の債務不履行等による解約) 

第 70条  大学は、事業者が次の各号に該当するときは、事業者に対して書面により通知

した上で、本契約を解約することができる。 

(1) 事業者が、事業を放棄し、7日間以上に渡りその状態が継続したとき。 

(2) 事業者が、破産、会社更生、民事再生、又は特別清算の手続について事業者

の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者(事業者の取締役を含

む。)によってその申立てがなされたとき。 

(3) 事業者が、自己の負担する金 1 億円以上の債務の履行を 30 日間以上に渡り

遅延したとき。 

(4) 事業者が、業務報告書に著しい虚偽記載を行ったとき。 

(5) 別紙[9]で大学が本契約を解約できると規定している条項に該当したとき。 

(6) 事業者が本施設以外における民間付帯事業にかかる定期借地権設定契約に違

反したとき。 

(7) 事業者が別紙[9]の個人情報取扱の特記事項に違反したとき。 

(8) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が本契約に違反し、その違反により本契

約の目的を達することができないと大学が認めたとき。 

2.  本施設の引渡日以前において、大学は、事業者が次の各号に該当するときは、

事業者に対して書面により通知した上で本契約を解約することができる。 

(1) 事業者が、設計着手日又は整備着工日を過ぎても本施設の設計又は整備工事

に着手せず、相当の期間を定めて催告しても当該遅延について事業者から大

学に対して大学が満足すべき合理的な説明がないとき。 

(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、別紙[1]の引渡予定日から 30日が経過

しても本施設の引渡ができないとき、又はその見込みが明らかに存在しない

と大学が認めたとき。 

3.  本施設の引渡日以降において、大学は、事業者が次の各号に該当するときは、

事業者に対して書面により通知した上で本契約の全部又は一部を解約することが

できる。 

(1) 事業者の責めに帰すべき事由により、連続して 30 日以上又は 1 年間におい

て 60 日以上、事業者が本施設の維持管理・運営業務において大学の求める

要求水準が確保されないときに、大学が事業者に対して相当の期間を定めて

当該事項を是正すべき旨を書面により通知したにもかかわらず、当該相当期

間中に当該事項が是正されない場合。 

(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が困難となったときに、

大学が事業者に対して相当の期間を定めて当該事項を是正すべき旨を書面に
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より通知したにもかかわらず、当該相当期間中に当該事項が是正されない場

合。 

 

(大学の債務不履行による解約) 

第 71条  大学が本契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業者による通知の後 60 日以

内に当該違反を是正しない場合、事業者は本契約を解約することができる。 

 

(大学による任意解約) 

第 72条  大学は、事業者に対し 180 日以上前に書面による通知を行うことにより、本契

約期間中いつでも、他に特段の理由を有することなく、本契約を解約することが

できる。 

 

(その他の事由による契約終了) 

第 73条  本契約の締結後における法令変更又は不可抗力により事業の継続が不能となっ

た場合又は本契約の履行のために多大な費用を要する場合は、それぞれ第 11 章

及び第 12章に従い本契約が終了する。 

 

(解約時におけるサービス購入料の支払) 

第 74条  理由のいかんを問わず、本契約が期間満了前に解約された場合、大学は、事業

者に対し、本条各号の定めに従い、サービス購入料及びその他の費用を支払うも

のとする。 

(1) 本施設の引渡前に本契約が解約された場合、大学は、出来高部分(不可抗力

により倒壊した部分も含む。以下、本号において同じ。)を検査した上、当

該検査に合格した部分をすべて取得、保持した上で、別紙[7]記載の支払ス

ケジュールに従い、事業者に対し出来高部分に相応する金額を支払うものと

する。 

(2) 本施設の引渡後に本契約が解約された場合、大学は、事業者に対し、別紙

[7]記載の支払スケジュールに従い、施設整備費相当を支払う。 

(3) 維持管理・運営業務開始後に本契約が解約された場合、大学は、事業者に対

し、別紙[7]記載の支払スケジュールに従い、維持管理費相当及び運営費相

当の中から解約時までの維持管理及び運営に相当する額を支払う。 

 

(解約時における事業者の責任) 

第 75条  事業者は、次の各号に該当する場合、同記載額の違約金を大学に対し支払わな

ければならない。但し、事業者は、第[70]条各項に基づく解約に起因して大学が

被った損害額が当該違約金の額を上回るときは、その差額を大学の請求に基づき

別途賠償しなければならないものとする。 
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(1) 本施設の引渡前に、事業者の責めに帰すべき事由により、本契約が解約され

た場合：設計建設費の 10パーセントに相当する金額 

(2) 本施設の引渡後で維持管理・運営業務の終了前に、事業者の責めに帰すべき

事由により、本契約が解約された場合：解約日の属する事業年度に適用され

る維持管理費相当及び運営費相当の 1 年間分の金額の 20 パーセントに相当

する金額 

2.  大学は、第[74]条各号の定めにより事業者に対しサービス購入料を支払う場

合、事業者に対するサービス購入料支払債務と事業者に対し有する前項の違約金

及び損害賠償請求権とを、対当額で相殺することができるものとする。 

3.  本施設の引渡後で維持管理・運営業務の終了前、事業者の責めに帰すべき事由

により本契約が解約され、かつ、本施設が損傷している場合、事業者は大学に対

して必要な修繕費を支払うものとする。但し、全壊、若しくは損傷がひどく修繕

を施しても利用が困難と客観的に判断され、かつ、大学の被る損害額が施設整備

相当分にかかる未払のサービス購入料を上回る場合、大学は、かかる未払のサー

ビス購入料の支払期限が到来したものとみなして、当該サービス購入料と当該損

害額とを対等額で相殺することにより、残存するサービス購入料の支払義務を免

れることができるものとする。なお、大学は、かかる相殺をした場合であって

も、事業者に対するその余の損害賠償の請求を妨げられないものとする。 

 

(解約時における大学の責任) 

第 76条  第[71]条又は第[72]条の定めに従い、本契約が事業者又は大学により解約され

た場合、大学は、事業者に対し、別途協議の上定めた方式に従い、当該解約によ

り事業者が被った損害及び当該解約にかかる本施設の維持管理業務又は運営業務

を終了させるために要する費用を賠償するものとする。 

 

第 9章 表明保証及び誓約 

 

(事業者による表明保証及び誓約) 

第 77条  事業者は、大学に対して、本契約締結日現在において、次の事実を表明し、保

証する。 

(1) 事業者が、適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産

を所有し、本契約を締結し、本契約の規定に基づき義務を履行する権限及び

権利を有していること。 

(2) 事業者による本契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であ

り、事業者が本契約を締結し、本契約の規定に基づき義務を履行することに

つき法律上及び事業者の社内規則上要求されている一切の手続きを履践した

こと。 
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(3) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が事業者に適用のある法令に違

反せず、事業者が当事者であり、若しくは事業者が拘束される契約その他の

合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に

違反しないこと。 

(4) 本契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成

し、本契約の規定に従い強制執行可能な事業者の債務が生じること。 

2.  事業者は、本契約に基づく一切の債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を

大学に対して誓約する。 

(1) 事業者は、大学の書面による事前の同意なしに、大学に対して有する債権を

第三者に譲渡し、又はこれに対する質権設定その他の担保提供をしないこ

と。 

(2) 事業者は、大学の書面による事前の同意なしに、本契約上の地位及び本事業

等について大学との間で締結した契約に基づく契約上の地位について、譲

渡、担保提供その他の処分をしないこと。 

 

(大学による誓約) 

第 78条  大学は、本事業(本施設以外における民間付帯事業を除く。)の終了まで、本施

設の整備及び維持管理・運営業務に必要な大学の維持すべき許認可を維持するこ

とを、事業者に対して誓約する。 

 

第 10章 法令変更 

 

(通知の付与) 

第 79条  本契約締結日の後に法令が変更されたことにより、入札説明書等及び応募者提

案に従った本施設の設計ができなくなった場合、本施設が設計図書に従い整備で

きなくなった場合、本施設が本契約、要求水準書で提示された条件に従って維持

管理及び運営できなくなった場合、又は本契約の履行のための費用が増加すると

判断した場合、事業者はその内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを大

学に対して通知するものとする。 

2.  大学及び事業者は、前項の通知がなされた時点以降において、本契約に基づく

自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己

の義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。但

し、当該大学又は事業者は法令変更により相手方に発生する損害を最小限にする

よう努力しなければならない。 

 

(協議及び追加費用の負担) 

第 80条  大学が事業者から前条第 1 項の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがあ
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る場合を除き、大学及び事業者は、当該法令変更に対応するため速やかに本施設

の設計、引渡予定日、本契約書、入札説明書等、要求水準書、設計図書、応募者

提案の変更及び追加費用の負担について協議しなければならない。 

2.  前項の協議にかかわらず、法令変更の公布日から 120 日以内に本契約等の変更

及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、大学が法令変更に対する

対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本業務を継続する。な

お、この場合に事業者に発生した追加費用の負担は、別紙[3]に記載する負担割

合によるものとする。 

 

(法令変更による解約) 

第 81条  本契約締結後における法令変更により、大学が本事業の継続が困難と判断した

場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、大学は、事

業者と協議の上、本契約を解約することができる。 

2.  大学は、第 1 項に定めた本契約の解約により、第[74]条各号に従いサービス購

入料等を支払う場合、それに加え、事業者が本業務を終了させるために要する費

用を、別途協議により定める方式に従い事業者に対し支払うものとする。 

 

第 11章 不可抗力 

 

(通知の付与) 

第 82条  本契約締結日の後に不可抗力により、入札説明書等及び応募者提案に従った本

施設の設計ができなくなった場合、本施設が設計図書に従い整備できなくなった

場合、本施設が本契約書、要求水準書で提示された条件に従って維持管理及び運

営できなくなった場合、又は本契約の履行のための費用が増加すると判断した場

合、事業者はその内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを大学に対して

通知しなければならない。 

2.  大学及び事業者は、前項の通知がなされた時点以降において、本契約に基づく

自己の義務(但し、金銭債務は除く。)が不可抗力により履行不能となった場合、

履行期日における当該自己の義務の履行義務を免れるものとする。但し、大学又

は事業者は不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなけ

ればならない。 

 

(協議及び追加費用の負担) 

第 83条  大学が事業者から、前条第 1 項の通知を受領した場合、本契約に別段の定めが

ある場合を除き、大学及び事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本

件施設の設計、引渡日、本契約、入札説明書等、要求水準書、設計図書、応募者

提案の変更及び追加費用の負担について協議しなければならない。 
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2.  前項に定めた協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に本契約

等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、大学が不可抗力

に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続す

る。なお、この場合の事業者に発生した追加費用の負担は、別紙[5]に記載する

負担割合によるものとする。 

 

(不可抗力への対応) 

第 84条  不可抗力により本契約の全部又は一部が履行不能となった場合又は不可抗力に

より本施設への重大な損害が発生した場合、事業者は当該不可抗力の影響を早期

に除去すべく、要求水準書に従った対応を行うものとする。 

 

(不可抗力による解約) 

第 85条  第[83]条第 1 項に定めた協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以

内に本契約等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合におい

ては、大学は、同条第 2 項の規定にかかわらず、事業者への書面による通知をす

ることにより、本契約を解約することができるものとする。また、事業者は、大

学が同条第 2 項に定めた通知をしない場合には、大学への書面による通知をする

ことにより、本契約を解約することができるものとする。 

2.  大学は、第 1 項に定めた本契約の全部又は一部の解約により、第[74]条各号に

従いサービス購入料等を支払う場合、それに加え、事業者が本業務を終了させる

ために要する費用を、別途協議により定める方式に従い事業者に対し支払うもの

とする。 

 

第 12章 雑  則 

 

(公租公課の負担) 

第 86条  本契約に関連して生じる公租公課は、法令変更に該当する場合等本契約書に別

段の定めがある場合を除き、全て事業者の負担とする。但し、大学は、大学に対

して賦課されるものを負担し、かつ、事業者に対してサービス購入料及びこれに

対する消費税相当額(消費税とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に定めた税

をいう。)及び地方消費税相当額(地方税消費税とは、地方税法(昭和 25 年法律第

226 号)第 2 章第 3 節に定めた税をいう。)を支払うものとする。また、本契約締

結時点で大学及び事業者が予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担

が事業者に発生した場合には、その負担について、事業者は大学と協議すること

ができるものとする。 
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(協  議) 

第 87条  本契約書において両当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、

大学及び事業者は、速やかに協議の開催に応じなければならない。 

 

(関係者協議会) 

第 88条  大学及び事業者は、本事業の適切な実施を図るため、両者により構成される関

係者協議会を設置することができる。 

 

(融資者との協議) 

第 89条  大学は、本事業に関して事業者に融資する融資者との間において、大学が本契

約に基づき事業者に損害賠償を請求したり、契約を終了させたりする際の融資者

への事前の通知、融資者による担保権の設定及び実行、その他の協議事項等につ

き、本契約とは別途定めるものとする。 

 

(財務書類の提出) 

第 90条  事業者は、本事業の終了に至るまで、毎会計年度ごとに会計年度の最終日より

3 ヶ月以内に、公認会計士又は監査法人監査済みの財務書類等(会社法第 435 条

第 2 項に定義された意味を有する。)を自己の費用にて作成した上、大学に提出

し、かつ、大学に対して監査報告及び年間業務報告を行うものとする。なお、大

学は当該監査報告及び年間業務報告を公開することができる。 

 

(秘密保持) 

第 91条  大学及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び本事業に

関して知り得た個人情報の内容を自己の役員及び従業員、自己の代理人・コンサ

ルタント、又は請負者及び出資者以外の第三者に漏らし、また、本契約の履行以

外の目的に使用してはならない。但し、本事業に関して知る前に既に自ら保有し

ていたもの、本事業に関して知る前に公知であったもの、本事業に関して知った

後自らの責めによらないで公知となったもの、本事業に関して知った後正当な権

利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得したもの

については、秘密保持義務の対象から除くものとする。 

2.  本事業に関して知り得た個人情報の取扱については、事業者は、別紙[9]に定

める個人情報取扱の特記事項を遵守しなければならない。 

 

(著作権の利用等) 

第 92条  成果物(設計図書その他の事業者が本契約又は大学の請求により大学に提出し

た一切の書面、写真、映像等をいう。ただし、民間付帯施設にかかるものを除

く。以下、本条において同じ。)又は本施設が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)
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第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(次項において｢著作物｣という。)又は同項

第 15 号ロに規定する建築の著作物(次項において｢建物の著作物｣という。)に該

当する場合においては、著作権法第二章及び第三章に規定する著作者の権利は著

作権法の定めるところに従うものとする。 

2.  大学は、成果物又は本施設が著作物又は建物の著作物に該当する場合において

は、大学の裁量により利用する権利を有するものとする。 

3.  事業者は、大学に対し、本施設の増築、改築、修繕、模様替、維持管理・運

営、広報等に必要な範囲において、成果物を大学が自ら複製し、若しくは翻案、

変形、改変その他の修正を行うこと又は大学の委託した第三者に複製させ、若し

くは翻案、変形、改変その他の修正を行わせることを許諾する。 

4.  事業者は、大学に対し、次に掲げる本施設の利用を許諾する。 

(1) 本施設を写真、模型、絵画その他の媒体に表現すること。 

(2) 本施設を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこ

と。 

5.  事業者は、大学に対し、成果物又は本施設の内容を自由に公表することを許諾

する。 

6.  事業者は、次の行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、大学の承諾を得

た場合は、この限りではない。 

(1) 成果物又は本施設の内容を公表すること。 

(2) 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。 

7.  事業者は、第 3 項又は第 4 項の場合において、著作権法第 19 条第 1 項及び第

20条第 1項の権利を行使せず、又は行使させないものとする。 

8.  事業者は、成果物又は本施設に係る著作権法第二章及び第三章に規定する事業

者の権利を譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ大学の承諾

を得た場合はこの限りではない。 

9.  事業者は、本契約の履行に当たり、第三者の有する知的財産権(知的財産基本

法(平成 14 年法律第 122 号)第 2 条第 2 項に規定する知的財産権をいう。次項に

おいて同じ。)を侵害するものではないことを、大学に対して保証する。 

10.  成果物又は本施設が第三者の有する知的財産権を侵害した場合において、当該

第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないとき

は、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。ただ

し、当該知的財産権の侵害が、大学が特に指定した工事材料、施工方法、維持管

理・運営方法等を使用したことによる場合においては、この限りではない。 

11.  本条の規定は本契約の終了後もなお効力を有するものとする。 

 

(事業者に対する制約) 

第 93条  事業者は、事業期間中、大学の事前の承諾を得ない限り、出資者以外の第三者
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に対して株式、新株予約権、新株予約権付社債を発行せず、また、事業者の株式

を引き受ける権利を出資者以外の第三者に対して与えないものとする。 

2． 事業者は、事前に大学の承諾を得なければ、合併、株式交換・移転、事業譲渡そ

の他会社の基礎の変更をしてはならない。減資についても、亦同じ。 

 

(事業者の兼業禁止) 

第 94条  事業者は、本事業以外の業務を行ってはならない。但し、予め大学の承諾を得

た場合は、この限りでない。 

 

(延滞利息) 

第 95条  大学が本契約に基づき行うべき支払を遅延した場合、大学は、未払額につき、

遅延利息の支払い日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条 1 項

を適用して計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。 

2.  事業者が本契約に基づき支払うべき金銭の支払を大学の指定する期間内に支払

わないときは、支払わない額につき、その期間を経過した日から支払う日までの

日数に応じ、延滞金の支払い日における国の債権の管理等に関する法律第 35 条

第 1号を適用して計算した額の延滞金を大学に対して支払わなければならない。 

 

(管轄裁判所) 

第 96条  本契約に関する紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 

 

(解  釈) 

第 97条  本契約書に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解

釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、大学及び事業者が誠実に協議の上、

これを定めるものとする。 

2.  本契約、入札説明書等、要求水準書及び応募者提案の間に齟齬がある場合、本

契約、入札説明書等、応募者提案の順に適用及び解釈が優先するものとする。 

3.  本契約、入札説明書等、及び応募者提案の各資料内で記載内容に矛盾、齟齬が

存在する場合には、甲及び乙は、協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定

するものとする。 

 

(そ の 他) 

第 98条  本契約書に定めた請求、通知、報告、申出、承諾、指導、催告及び契約終了告

知ないし解約は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。なお、

大学及び事業者は、かかる請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するもの

とする。 

2.  本契約の履行に関して大学と事業者間で用いる言語は、日本語とする。 
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3.  本契約書に定めた金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

4.  本契約の履行に関して大学と事業者間で用いる計算単位は、設計図書に特別の

定めがある場合を除き、計量法(平成 4年法律第 51号)に定めるものとする。 

5.  本契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法

律第 48 号)が規定するところによるものとする。 

6.  本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。 

7.  事業者が共同企業体を結成している場合においては、大学は、本契約に基づく

全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、大学が当該代表者に対

して行った本契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対し

て行ったものとみなし、また、事業者は、大学に対して行う本契約に基づくすべ

ての行為について当該代表者を通じて行わねばならない。 
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別紙 1 日程表 

 

本契約締結(本事業の開始) 平成●年●月●日 

・ 本事業(本施設以外における民間付帯事業を除く。)関係  

解体設計完了 平成●年●月 

造成設計完了 平成●年●月 

基本設計図書提出 平成●年●月 

実施設計図書提出 平成●年●月 

解体工事着工 平成●年●月 

造成工事着工 平成●年●月 

本施設の建設工事着工 平成●年●月 

本施設完成・引渡予定日 平成●年●月●日まで 

維持管理・運営管理開始 平成●年●月●日 

入居開始 平成●年●月 

維持管理・運営終了 平成●年●月 

・ 本施設以外における民間付帯事業関係  

基本設計完了 平成●年●月 

実施設計完了 平成●年●月 

定期借地権設定契約締結 平成●年●月 

民間付帯施設建設工事着工 平成●年●月 

民間付帯施設完成 平成●年●月 

民間付帯施設解体 平成●年●月 

用地返還(事業終了) 平成●年●月 
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別紙 2 事業概要書 
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別紙 3 法令変更による追加費用、増加費用、損害金分担規定 

 

 

法令変更に伴う事業者の追加費用、増加費用及び損害金の負担に係る分担は、変更となっ

た法令の性質に従い、次の通りとする。 

 

 大学負担割合 事業者負担割合 

①本事業に直接関係する法令の変更の場合 100％ 0％ 

②消費税(地方消費税を含む。)に関する法令の変更の場合 100％ 0％ 

③法人の利益に係る法人税の新設・変更に関するもの 0％ 100％ 

④その他事業に影響を及ぼす税制の新設・変更に関するもの 100％ 0％ 

⑤上記①から④記載の法令以外の法令の変更の場合 0％ 100％ 

 

 なお、｢本事業に直接関係する法令｣とは、特に本施設と類似のサービスを提供する施設

の維持管理及び運営その他に関する事項を直接的に規律することを目的とした法令を意味

するものとし、これに該当しない法人税その他の税制変更及び事業者に対して一般に適用

される法律の変更は含まれないものとする。 

 

ただし、上記⑤の場合でも、第[86]条による協議により上記と異なる負担を定めることを

妨げない。 

 

第[57]条第 1 項及び第 3 項に定める業務並びに本施設以外における民間付帯事業にかかる

法令変更による追加費用、増加費用及び損害は、全て事業者が負担する。 
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別紙 4 事業者等が付保する保険 

 

 

1． 整備期間中の保険(第[46]条関係) 

 事業者は、整備期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。なお、

下記の｢付保の条件｣は最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき更に担保範囲の

広い保証内容とすることを妨げるものではない。 

 

(1) 建設工事保険 

保険契約者 ： 事業者又は建設企業 

保険の対象 ： 本施設の全ての工事 

保険期間 ： 整備工事の着工日を始期とし、引渡日を終期とする。 

保険金額(補償額) ： 本施設の全ての工事にかかる請負代金額 

補償する損害 ： 水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害 

 

(2) 第三者賠償責任保険 

保険契約者 ： 事業者又は建設企業 

保険期間 ： 整備工事の着工日を始期とし、引渡日を終期とする。 

てん補限度額(補償額) ： ・対人：1名あたり 1億円、1事故あたり 10億円以上 

・対物：1事故あたり 1億円以上 

補償する損害 ： 工事に起因して第三者の身体障害及び財物損害が発生したことに

よる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 

免責金額 ： 200,000 円以下 

 

 事業者又は建設企業は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅延な

く大学に提示するものとする。 

 事業者又は建設企業は、大学の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をす

ることができない。 

 事業者又は建設企業は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故について

は、事業者に帰責事由がある場合に限りその損害に対する賠償責任を負い、これに伴

う一切の費用を負担するものとする。 

 

2． 維持管理・運営期間中の保険(第[62]条関係) 

 事業者は、維持管理期間中及び運営期間中、次の要件を満たす保険に加入しなけれ

ばならない。なお、保険契約は 1 年ごとの更新でも認めることとする。なお、下記の

｢付保の条件｣は最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき更に担保範囲の広い保

証内容とすることを妨げるものではない。 
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(1) 施設賠償責任保険 

保険契約者 ： 事業者 

保険期間 ： 維持管理・運営期間(毎年更新することでもよい。) 

てん補限度額(補償額) ： ・対人：1名あたり 1億円、1事故あたり 10億円以上 

・対物：1事故あたり 1億円以上 

補償する損害 ： 本件施設の所有、使用若しくは管理及び本件施設内での事業遂行

に伴う法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 

免責金額 ： 50,000 円以下 

その他 ： 大学を追加被保険者とすること 

交叉責任担保追加特約を付帯すること 

 

(2) 維持管理・運営業務を対象とした第三者賠償責任保険 

保険契約者 ： 事業者又は維持管理企業又は運営企業 

保険期間 ： 維持管理期間及び運営期間(毎年更新することでもよい。) 

てん補限度額(補償額) ： ・対人：1名あたり 1億円、1事故あたり 10億円以上 

・対物：1事故あたり 1億円以上 

補償する損害 ： 維持管理業務及び運営業務に起因して第三者の身体障害及び財物

損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担すること

によって被る損害 

損害免責金額 ： 50,000 円以下 
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別紙 5 不可抗力による追加費用及び損害の負担割合 

 

 

1 整備期間 

 整備期間中に不可抗力が生じ、損害及び追加費用が発生した場合、損害及び追加費

用額(ただし事業者等が加入する保険によりてん補されるものを除く。)が整備期間中

に累計で設計・建設費の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担するものとし、これを

超える額については大学が負担する。 

 

2 維持管理期間・運営 

 維持管理・運営期間中に不可抗力が生じ、損害及び追加費用が発生した場合、損害

及び追加費用額(ただし事業者等が加入する保険によりてん補されるものを除く。)が

一事業年度につき累計で一年間の維持管理費相当及び運営費相当(但し、第[65]条に

よる物価変動に伴う改定を考慮した金額とする。)の 100 分の 1 に至るまでは事業者

が負担するものとし、これを超える額については大学が負担する。 

 

3 第[57]条第 1 項及び第 3 項に定める業務並びに本施設以外における民間付帯事業にか

かる損害及び追加費用については、全て事業者が負担する。 
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別紙 6 保証書の様式 

 

 

国立大学法人 大阪大学 

総長 [西尾 章治郎] 殿 

 

保 証 書(案) 

 

 ＜請負者＞(以下｢保証人｣という。)は、大阪大学グローバルビレッジ施設整備運営事業

(以下｢本事業｣という。)に関連して、＜グループ／SPC 名称＞が国立大学法人大阪大学(以

下｢大学｣という。)との間で締結した平成●年●月●日付け事業契約(以下｢事業契約｣とい

う。)に基づいて、事業者が大学に対して負担するこの保証書の第 1 条の債務を事業者と

連帯して保証する(以下｢本保証｣という。)。なお、本保証において用いられる用語は、本

保証において特に定義された場合を除き、事業契約において定められるのと同様の意味を

有するものとする。 

 

(保証) 

第 1条  保証人は、事業契約書第[48]条第 1 項に基づく事業者の大学に対する債務(以

下｢主債務｣という。)を保証する。 

 

(通知義務) 

第 2条  大学は、整備期間の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容

に変更が生じたことを知った場合、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しな

ければならない。本保証の内容は、大学による通知の内容に従って、当然に変更

されるものとする。 

 

(履行の請求) 

第 3条  大学は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、大学が

別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。 

2  保証人は、前項に定めた保証債務履行請求書を受領した日から［30］日以内

に、当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。大学及び保証人

は、本項に定めた保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定するものとする。 

3  保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行につい

ては、当該保証債務履行請求書を受領した日から［30］日以内に、当該請求に係

る保証債務の履行を完了しなければならない。 
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(求償権の行使) 

第 4条  保証人は、事業契約に基づく事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本

保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使

することができない。 

 

(終了及び解約) 

第 5条  保証人は、本保証を解約することができない。 

2  本保証は、事業契約に基づく事業者の主債務が終了又は消滅した場合、終了す

るものとする。 

 

(管轄裁判所) 

第 6条  本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、大阪地方裁判所を第一審の専

属管轄裁判所とする。 

 

(準拠法) 

第 7条  本保証は、日本法に準拠するものとし、これによって解釈されるものとする。 

 

 

 以上の証として本保証書が 2 部作成され、保証人はこれに署名し、1 部を大学に差し入

れ、1部を自ら保有する。 

 

平成●年●月●日 

 

 

保証人 
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別紙 7 サービス購入料の金額と支払スケジュール及び改定方法 
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別紙 8 モニタリング及びサービス購入料の減額基準と契約解除 

 

1 本施設の整備期間中におけるモニタリング 

大学はその費用負担において、本施設整備期間中、既存の津雲台宿舎の解体業務及び 
本施設の施設整備業務に関するモニタリングを行う。 

(1)  事業者からの業務報告書の提出 

本契約第１３条に定められたモニタリングについて、事業者は、本施設の整備期間

中、以下に示す書類を作成の上大学に提出し、大学は提出された書類の内容を確認す

る。事業者が提出する書類の内容と提出時期は、原則として以下のとおりとする。 

1）要求水準確認計画書  ： 基本設計着手時、着工時 

2）要求水準確認報告書  ： 基本設計完了時、実施設計完了時、工事完了時、 

              その他業務の進捗に応じた必要な時期 

3）設計図書       ： 設計完了時 

4）施工計画書      ： 工事着手前 

5）工事監理計画書    ： 工事着手前 

6）月間工事監理報告書  ： 工事中（月報） 

7）工事進捗状況報告書  ： 工事中（月報） 

8）月間工事工程表    ： 工事中（月報） 

9）月間工事報告書    ： 工事中（月報） 

10）完成図書       ： 工事完了時 

11）その他大学が必要とする書類 ： 随時 

(2)  モニタリング 

1)  設計段階において、事業者が作成した要求水準確認計画書、要求水準確認報

告書、設計図書に基づきモニタリングを行う。 

2） 工事期間中において、大学は月１回定期モニタリングを行う。定期モニタリ

ングは、事業者が作成した月間工事監理報告書、工事進捗状況報告書及び月間工

事工程表、月間工事報告書等の内容を確認し、事業者の工事状況をチェックする

等の方法により実施する。また、大学は必要に応じて施設巡回、業務監視、事業

者に対する説明要求及び立会い等を行い、事業者の施設整備業務の状況をチェッ

クする。 

 

2  本施設の維持管理業務及び運営業務に関するモニタリングの方法 
大学はその費用負担において、本施設事業期間中、本施設の維持管理業務及び運営業

務に関するモニタリングを行う。 
（1）  事業者からの業務報告書の提出 

事業者は、本契約第５８条に定められた本施設の維持管理業務及び運営業務状況 
を正確に反映した維持管理業務報告書及び運営業務報告書を作成し、大学に提出す

る。大学は、提出された維持管理業務報告書及び運営業務報告書の内容を確認す

る。事業者が提出する維持管理業務報告書及び運営業務報告書の内容と提出時期

は、原則として以下のとおりとする。 
1）業務日誌   ：  作成日の翌日 

2）業務月報   ：  翌月の７日まで 

3）四半期報告書 ：  毎年７月７日、１０月７日、１月７日、４月７日まで 

4）年間報告書   ：  毎年４月７日まで 

5）公認会計士又は監査法人監査済みの財務書類等   ：  毎年会計年度の最終日よ

り3ヶ月以内 
（2） 定期モニタリング 
大学は、月１回、定期モニタリングを行う。定期モニタリングは、事業者が作成
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し、提出した維持管理業務報告書及び運営業務報告書及び財務書類等の内容を確認

し、事業者の維持管理業務及び運営業務の実施状況をチェックする等の方法により

実施する。 
また、大学は必要に応じて施設巡回、業務監視、事業者に対する説明要求及び立

会い等を行い、事業者の維持管理業務及び運営業務の実施状況をチェックする。 
（3）  随時モニタリング 

大学は、維持管理期間中及び運営期間中、必要と認めるときは、随時モニタリン 
グを実施する。随時モニタリングにおいて、事業者に事前に通知した上で、本施設

の維持管理業務状況または運営業務状況を事業者及び維持管理者または運営者の立

会いの上確認することができる。事業者は、当該説明及び確認の実施につき大学に

対して最大限の協力を行うものとする。 
（4）  利用者ヒアリング等 

大学は、必要に応じて、本施設について学生及び教職員等の利用者へのヒアリン 
グ、苦情受付等を行うことができる。 

（5） 本施設における独立採算事業については、原則として上記（1）から（4）に示す

モニタリングを実施するが、事業者の自主性を尊重するものとする。 

（6） 維持管理業務及び運営業務が要求水準を満たしていない場合の措置 

   モニタリングの結果、維持管理業務及び運営業務が要求水準を満たしていないと 

判断した場合、対象業務に対応するサービス購入料の減額を行う。なお、本別紙に 

おける「対象業務」は、以下のとおりとする。 

（維持管理業務） 

1） 建物保守管理業務 

2） 建築設備保守管理業務 

3） 外構施設保守管理業務 

4） 清掃衛生管理業務 

5） 大規模修繕業務 

（運営業務） 

1） 施設管理業務 

2） ヘルプデスク業務 

3） 空室補修・クリーニング業務 

4） 防犯・防災管理業務 

（本施設における独立採算事業） 

 1） 生活利便サービス業務（必須の独立採算事業） 

 2） 生活利便サービス業務（任意の独立採算事業） 

（2）  維持管理及び運営の業務期間を通じ、同一の対象業務において２回の減額措置を 

経た後、更に業務不履行（減額ポイントの発生）があった場合、大学は、事業者と 

協議の上、維持管理業務または運営業務を行う者を変更させることがある。 

なお、サービス購入料の支払対象期間の途中に維持管理業務または運営業務を行 

う者を変更しても、期間中の減額ポイントが、減額の行われる基準に達した場合に

は、この期間も減額措置を行う。 

（3）  維持管理業務を行う者または運営業務を行う者の変更後も対象業務の改善が認め 

られず、サービス購入料の支払いの減額措置が行われる場合、又は維持管理業務を 

行う者、または運営業務を行う者の変更に応じない場合は、大学は本契約の全部 

又は一部の契約を解除することができる。 

 

3  減額の方法 

（1） 減額の対象となる事態 

維持管理業務及び運営業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、 

減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、３か月の減額ポイントが
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一定値に達した場合には、維持管理業務及び運営業務にかかる対象業務に対応する

サービス購入料の減額を行う。 

維持管理業務または運営業務が要求水準を満たしていない場合とは、以下に示す 

１）又は２）の状態と同等の事態をいう。 

1） 施設利用者が施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合 

2） 施設利用者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合 

 

各業務について、1）又は2）の状態となる基準（例）は以下のとおりとする。 

 

＜施設利用者が施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合＞ 

業績監視の区分 重大な事象 

共通 

・ 事業者の維持管理業務及び運営業務の不履行等を起因として

施設利用者等の活動に重大な影響を及ぼす事態の発生 

・ 維持管理業務及び運営業務の故意による放棄 

・ 故意に大学との連絡を行わない（長期にわたる連絡不備等） 

本施設における 

維持管理業務 

・ 各業務（建物保守管理業務、建物設備保守管理業務、外構施

設保守管理業務、清掃衛生管理業務、大規模修繕業務）の不

履行により、施設の利用が困難となる場合や人身事故の発生

等 

本施設における 

運営業務 

・ 各業務（施設管理業務、ヘルプデスク業務、空室補修・ク

リーニング業務、防犯・防災管理業務）の不履行により、施

設の利用等に問題が生じ、サービス停止等の重大な影響を及

ぼす事態の発生等 

 

＜施設利用者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合＞ 

業績監視の区分 重大な事象以外の事象 

共通 

・ 事業者の維持管理業務及び運営業務の怠慢 

・ 施設利用者等への対応不備 

・ 業務報告の不備 

・ 関係者への連絡不備 

本施設における 

維持管理業務 

・ 各業務（建物保守管理業務、建物設備保守管理業務、外構

施設保守管理業務、清掃衛生管理業務、大規模修繕業務）

の不備等により、施設利用者等の安全性等に影響を及ぼし

た場合等 

本施設における 

運営業務 

・ 各業務（施設管理業務、ヘルプデスク業務、空室補修・ク

リーニング業務、防犯・防災管理業務）の不備等により、

施設利用者等の施設利用等に影響を及ぼした場合等 

 

（2） 減額ポイント 

減額ポイントは以下のとおりとする。大学は、定期モニタリング及び随時モニタ 

リングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。 

事 態 減額ポイント 

施設利用者が施設を利用する上で明らかに

重大な支障がある場合 
各項目につき１０ポイント 

施設利用者が施設を利用することはできる

が、明らかに利便性を欠く場合 
各項目につき ２ポイント 

 

（3）  減額ポイントを加算しない場合 
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減額の対象となる状態と認められたとしても、以下の1）又は2）に該当する場合    

には減額ポイントを加算しない。 

1） やむを得ない事由により、3（1）1）又は2）の状態が生じた場合で、かつ、事

前に大学に連絡があった場合 

2）  明らかに事業者の責に帰さない事由によって3（1）1）又2）の状態が生じた場

合 

（4）  減額ポイントの支払額への反映 

モニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、事業者に減額ポイントを 

通知する。サービス購入料の支払に際しては３か月分の減額ポイントの合計を計算

し、下表にしたがって維持管理業務または運営業務にかかる対象業務のサービス購

入料減額割合を定め、減額の必要がある場合には当月の支払額を事業者に通知する

（減額ポイントは対象業務ごとに計算し、減額も対象業務ごとに個々に行う。）。

なお、当該３か月間に合計された減額ポイントは、当該期間のモニタリングにのみ

用いるものとし、当該期間の減額措置の有無に拘わらず次の期に持ち越して減額ポ

イントの積算を行わないものとする。 

３か月の減額ポイントの合計 対象業務のサービス購入費の減額割合 

５０以上 １００％減額 

３０～４９ １ポイントにつき１．０％減額 

１０～２９ １ポイントにつき０．５％減額 

０～９ ０％（減額なし） 
 
4  本施設以外における民間付帯事業の整備期間中におけるモニタリング 

大学は、その費用負担において、民間付帯施設整備期間中、施設整備業務に関するモ

ニタリングを行う。 
(1)  事業者からの業務報告書の提出 

本契約第１３条に定められたモニタリングについて、事業者は以下に示す書類を作

成の上大学に提出し、大学は提出された書類の内容を確認する。事業者が提出する書

類の内容と提出時期は、原則として以下のとおりとする。 

1）計画概要書           ： 基本設計完了時、実施設計完了時、工事完了時 

2）工事進捗状況報告書       ： 工事中（月報） 

3）月間工程表           ： 工事中（月報） 

4）その他大学が必要とする書類： 随時 

(2)  モニタリング 

1)  設計段階において、事業者が作成した計画概要書等に基づきモニタリングを

行う。 

2） 工事期間中において、大学は月１回定期モニタリングを行う。定期モニタリ

ングは、事業者が作成した工事進捗状況報告書及び月間工事工程表等の内容を

確認し、事業者の工事状況をチェックする等の方法により実施する。また、大

学は必要に応じて施設巡回、業務監視、事業者に対する説明要求及び立会い等

を行い、事業者の施設整備業務の実施状況をチェックする。 
 

5  本施設以外における民間付帯事業の維持管理業務及び運営業務に関するモニタリング 
の方法 
大学は、その費用負担において、本施設以外における民間付帯事業の事業期間中、維

持管理業務及び運営業務に関するモニタリングを行う。 
（1）  事業者からの業務状況の報告 

事業者は本施設以外における民間付帯事業の内容が、要求水準および提案内容に 
合致しているかセルフチェックを実施の上、報告書を大学に提出し、大学は提出さ

れた報告書の内容を確認する。事業者が提出する報告書の内容と提出時期は、原則
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として以下のとおりとする。 
1）年間報告書   ：  毎年４月７日まで 
2）公認会計士又は監査法人監査済みの財務書類等   ：  毎年会計年度の最終日よ

り3ヶ月以内 
（2） 定期モニタリング 

大学は、年１回、定期モニタリングを行う。定期モニタリングは、事業者が作成

し、提出した年間報告書及び財務書類等の内容を確認し、事業者の民間付帯施設に

係る業務の実施状況をチェックする等の方法により実施する。また、大学は必要に

応じて施設巡回、業務監視、事業者に対する説明要求及び立会い等を行い、事業者

の業務実施状況をチェックする。 
（3） 随時モニタリング 

1）  大学は、民間付帯施設の事業期間中、本施設の入居者や周辺住民等から苦情

があったとき等、必要と認めるときは随時モニタリングを実施する。随時モニ

タリングにおいて、事業者に事前に通知した上で、業務の実施状況を事業者の

立会いの上確認することができる。 
2）  事業者は、民間付帯事業整備用地及び民間付帯事業整備用地上に所在する自 

己所有の建物その他の工作物等について増改築等により現状を変更（軽微な変 

更を除く。）しようとするときは、事前に変更しようとする理由及び変更後の 

計画を記載した書面を大学に申請し、その承諾を受けるものとする。 

 

6  是正措置等 

（1）  大学は、モニタリングの結果、提出された計画書や事業契約書等に従って業務が

遂行されていないと判断した場合、事業者に対して注意することができ、事業者は

これに従い是正を行うものとする。注意後に、是正が見込まれない場合には文書に

よる厳重注意を行うものとする。  

（2）  是正勧告  

大学は、厳重注意を行っても是正が見込まれないと判断した場合、相当な猶予期

間を定めて、事業者に対してその是正を勧告することができ、事業者はこれに従う

ものとする。  

また、事業者の責めによりサービス購入料の支払が遅れた場合に生じる一切の損

失は、事業者が負うこととする。  

（3）  契約解除  

大学は、上記の再度の是正勧告を行い、これによっても是正が見込まれない場合

は、契約の全部又は一部を解除することができるものとする。  

また、予定工期中の施設完成が不可能と見込まれる等相応の理由がある場合にお

いても同様に、大学は契約の全部又は一部を解除することができるものとする。 
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別紙 9  個人情報取扱の特記事項 

 

 

（基本的事項） 

第１ 事業者は、本契約による業務を行う上で、個人情報を取り扱う際には、個人情報の

保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければな

らない。 

 

（秘密保持） 

第２ 事業者は、本契約による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は本契

約を履行する以外の目的に使用してはならない。 

２ 事業者は、本契約による業務に従事する者（事業者から業務の委託を受けた者等の

従業員等を含む。）に対し、在職中及び退職後においても、本契約による業務に関

して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は本契約を履行する以外の目的に使用し

てはならないこと、その他個人情報の保護に関して必要な事項を周知させなければ

ならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

（保管及び搬送） 

第３ 事業者は、本契約による業務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他

の事故を防止するため、個人情報の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。 

 

（再委託の禁止） 

第４ 事業者は、大学の指示又は承諾があるときを除き、本契約による業務に係る個人情

報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。 

 

（契約目的以外の利用等の禁止） 

第５ 事業者は、大学の指示又は承諾があるときを除き、本契約による業務に係る個人情

報を当該業務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

（複写及び複製の禁止） 

第６ 事業者は、大学の指示又は承諾があるときを除き、本契約による業務に係る個人情

報を複写若しくは複製してはならない。 

 

（事故発生時の報告義務） 

第７ 事業者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを

知ったときは、速やかに大学に報告し、その指示に従わなければならない。この契
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約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

（個人情報の返還等） 

第８ 事業者は、本業務が終了し、若しくはこの契約が終了し又は解除されたときは、終

了した業務に係る個人情報を速やかに発注者に返還し、又は漏えいを来さない方法

で確実に処分しなければならない。 

 

（適正な管理） 

第９ 事業者は、本契約による業務を学外で実施する場合には、個人情報の適正な管理の

ために必要な措置を講じなければならない。この場合において、大学の求めに応

じ、責任者等の管理体制及び個人情報の管理状況に係る検査に関する事項等につい

ての書面を提出しなければならない。 

 

（違反した場合の措置等） 

第 10 大学は、事業者がこの特記事項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び

損害賠償の請求をすることができるものとする。 
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別紙 10 定期借地権設定契約書（案） 

 

 国立大学法人大阪大学（以下「甲」という。）及び【事業者】（以下「乙」という。）

は、大阪大学グローバルビレッジ施設整備運営事業（以下「本事業」という。）における

「本施設以外における民間付帯事業」（以下「民間付帯事業」という。）の実施にあたっ

て、甲は民間付帯事業にかかる別添１の施設整備用地（以下「民間付帯事業整備用地」と

いう。）を賃貸し、乙はこれを賃借するためここに定期借地権設定契約（以下「定期借地

権設定契約」という。）を締結する。 

 

（定義） 

第１条 定期借地権設定契約において用いられる語句は、本文中において特に明示されて

いる場合を除き、甲と乙間の平成●年●月末日付大阪大学グローバルビレッジ施設整備

運営事業契約（以下、「事業契約」という。）において定められた意味を有する。 

 

（賃貸借の目的） 

第２条 甲は、乙の株主らが本事業の入札において甲に提出した提案に従った民間付帯施

設の建設、所有及び運営させることを目的として、民間付帯事業整備用地に借地借家法

（平成３年法律第９０号。以下「法」という。）第２２条に定める定期借地権（以下

「本件借地権」という。）を設定して、乙にこれを貸し渡すものとする。 

２ 乙は、民間付帯事業整備用地を次の各号に掲げる用に使用してはならない。 

 （１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗特殊営業その他

これらに類する営業その他これらに類する業の用 

 （２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）若しくは法律の規定に基づき

公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はこ

れに類する施設の用 

 （３）宗教団体・政治団体等の事務所、集会所その他これに類する施設の用 

 （４）公の秩序又は善良に風俗の反する目的の用その他近隣住民の迷惑となる目的の用 

 （５）その他甲の土地の利用として社会通念上不適切と認められる目的の用 

 

（賃貸借期間） 

第３条 本件借地権の存続期間は、平成●年●月●日（以下「本件借地権存続期間開始

日」という。）から、平成●年●月●日（民間付帯事業整備用地民間付帯施設の建設期

間及び民間付帯施設の除去期間を加算した期間の終了日。以下「本件借地権存続期間終

了日」という。）までの期間とする。 

２ 本件借地権については、法第９条及び第 16条の規定にかかわらず、契約の更新（更
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新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。）及び建物の築造による存続期間の

延長がなく、また、乙は法第 13 条及び第 14条の規定による建物の買取りを請求するこ

とはできない。 

３  本件借地権については、法第３条から第８条まで及び第 18条並びに民法（明治 29年

法律第 89号）第 619 条の規定の適用はないものとする。 

 

（物件の引渡し） 

第４条 甲は、民間付帯事業整備用地を、前条第 1項に定める期間の初日に、造成工事完

了時の状態にて乙に引き渡すものとする。 

 

（借地料） 

第５条 乙は、本件借地権存続期間開始日から本件借地権存続期間終了日までの期間につ

き、次の（１）に示す借地料を、毎年度次の（２）に定めるところに従って、甲の指定

する場所において支払うものとする。ただし、賃料支払の対象期間が１月に満たない場

合には日割りにて計算する。 

  （１） 月額借地料（円） 

     [●]円。 

  （２） 支払方法 

乙は、借地料を、別添２に従い納付する。 

 

（借地料の改定） 

第６条 甲は、前条に定める借地料を、本件借地権存続期間開始日から本件借地権残存期

間終了日までの期間につき、●年ごとに、別添２記載の調整式により改定できるものと

する。 

２ 前項にかかわらず、借地料が土地価格の変動等により、又は近隣の土地の地代若しく

は借地料に比較して不相当となったときには、甲は､適正な範囲で将来に向かって改定

できるものとする。 

３ 第１項にかかわらず、借地料が土地価格の変動等により、又は近隣の土地の地代・借

地料相場に比較して不相当となったときには、乙は、甲に対して借地料を将来に向かっ

て改定するように求めることができる。 

４ 第２条に規定する民間付帯事業整備用地の面積と民間付帯事業整備用地の実測面積が

異なることを理由とする借地料の調整等は行わないものとする。 

 

（遅延損害金） 

第７条 乙は、前条の規定に定める借地料をそれぞれの支払期限までに支払わないとき

は、その翌日から支払の日までの日数に応じ、当該借地料の金額に年１４．６パーセン

トを乗じた金額の遅延損害金（百円未満の場合を除く。）を支払わなければならない。
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この場合において、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合

とする。 

 

（充当の順序） 

第８条 甲は、乙から支払のあった金額が、その時点で弁済期が到来している借地料及び

遅延損害金の合計額に満たないときは、まずは遅延損害金から充当する。 

 

（使用上の制限） 

第９条 乙は、本件借地権存続期間中、第２条に規定する使用目的、利用計画及び事業計

画を変更しようとするときは事前に変更しようとする理由及び変更後の使用目的等を記

載した書面によって甲に申請し、その承諾を受けなければならない。 

２ 民間付帯事業整備用地及び民間付帯事業整備用地上に所在する自己所有の建物その他

の工作物等について増改築等により現状を変更（軽微な変更を除く。）しようとすると

きは、事前に変更しようとする理由及び変更後の計画を記載した書面によって甲に申請

し、その承諾を受けなければならない。 

３ 第１項及び前項に基づく甲の承諾は、書面によるものとする。 

４ 乙は、民間付帯事業整備用地について、土壌汚染を発生させてはならない。 

 

（定期借地権の譲渡・転貸、担保権の設定） 

第１０条 乙は、甲の事前の承諾なくして、本件借地権の全部又は一部の譲渡・転貸その

他の処分を行ってはならない。ただし、構成員や協力会社に対する本件借地権の転貸は

できるものとし、その場合においても、乙は甲の事前の承諾を取ることとする。 

２ 乙は、担保権の設定その他一切の処分を行ってはならない。この場合、甲は、担保権

の実行について担保権者と協議を行い、協定を締結することができる。 

３ 第１項に基づく甲の承諾は、書面によるものとする。 

 

（対抗要件の具備） 

第１１条 乙は、甲と定期借地権設定契約を締結した後、本件借地権の登記をなすことが

できる。 

２ 甲は、乙が本件借地権の登記具備を希望する場合は、本件借地権の登記に必要な書類

を乙に交付するものとする。ただし、かかる登記の手続は全て乙が行うものとし、登記

に要する費用（書類作成のための事務手数料を含む。）は全て乙が負担する。 

 

（瑕疵担保責任） 

第１２条 乙は、本件借地権存続期間の開始前に、民間付帯施設の建設に伴う測量及び地

質調査等（以下「各種調査等」という。）を行う必要が生じた場合、あらかじめ甲に連

絡し、その承諾を得た上で自己の費用及び責任において実施するものとする。 
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２ 乙は、前項の規定により実施する各種調査等を終了したときは、当該調査等に係る報

告書を作成の上、速やかに甲に提出して、その確認を受けなければならない。 

３ 前項の各種調査等を実施した結果、要求水準書及びその他本事業に係る入札手続にお

いて、甲が提供した民間付帯事業整備用地に関する調査資料（以下「調査資料」とい

う。）において明示されていない又はそれらの資料からは合理的に推測できない土地の

瑕疵、埋蔵文化財等を発見した場合、甲と乙は、スケジュールの内容等について協議の

うえ、必要な措置をとる。 

４ 乙が､第２項の規定により実施した各種調査等の不備、誤謬等又は乙が各種調査を行

わなかったことから生ずるー切の責任及び追加費用は、乙が負担するものとする。 

５ 民間付帯事業整備用地に地質障害、地中障害物、土壌汚染、埋蔵文化財出土等の甲提

供資料からは予測できない瑕疵が発見され、当該瑕疵に起因して乙に増加費用又は損害

が生じた場合、甲は、合理的な範囲で当該増加費用又は損害（ただし、乙の得べかりし

利益は含まない。）を負担するものとする。 

 

（保全義務、調査協力義務） 

第１３条 乙は、善良な管理者としての注意義務をもって、民間付帯事業整備用地を管理

しなければならない。維持保全のために必要とする修繕費その他の経費は全て乙の負担

とし、その費用を甲に請求しないものとする。 

２ 乙は、甲の承諾を得ることなく民間付帯事業整備用地の区画形質を変更してはならな

い。 

３ 甲は、随時、民間付帯事業整備用地について、その使用状況又は資産の状況に関して

質問し、実地に調査し又は参考となるべき資料の提出等の報告を求めることができる。

この場合において、乙は、これに協力しなければならず、資料作成等にかかる費用は全

て乙の負担とし、その費用を甲に請求しないものとする。 

 

（違約金） 

第１４条 乙は、定期借地権設定契約の締結から第３条第１項に定める期間の終了までに

次の各号に定める事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める金額を違約金とし

て、甲に支払わなければならない。 

 （１）第９条第２項又は前条に定める義務に違反した場合 金（借地料年額）円 

 （２）第２条、第９条第１項、第１０条第１項、第１３条第２項に定める義務に違反し

た場合 金（借地料年額の３倍）円 

２ 乙は、第６条に基づく借地料の改定後において前項の各号に違反した場合の違約金

は、改定後の借地料を基準により算定した金額によることに同意する。なお、金額につ

いては甲から通知する。 

３ 乙は、第１５条第１項若しくは第２項の規定により定期借地権設定契約を解除された

場合には、第３条に規定する貸付期間満了までの期間分に係る貸付料相当額を上限とし
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て、甲が指定する金額を甲に支払うものとする。 

４ 第１項から第３項に定める違約金は、第１７条に定める損害賠償額の予定又はその一

部と解釈しない。 

 

（契約の解除） 

第１５条 甲は、次の場合は、書面により乙に通知して、直ちに定期借地権設定契約を解

除することができる。ただし、乙の定期借地権設定契約上の賃借人たる地位を第三者が

承継する旨の申請があり、それを甲が承諾した場合は、この限りではない。 

（１）乙が賃料を３月以上滞納したとき。 

 （２）乙が甲の事前の承諾なくして、本件借地権について譲渡、担保権設定又はその他

の処分をしたとき。 

  （３）乙が甲の事前の承諾なくして、第２条に規定する使用目的に反して民間付帯事業

整備用地を使用したとき。 

  （４）乙が、甲の事前の承諾なくして、民間付帯事業整備用地の区画形質を変更したと

き。 

 （５）乙が、破産、会社更生、民事再生、又は特別清算その他倒産法制上の手続きにつ

いて乙の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者（乙の取締役を含む。）

によってその申立てがなされたとき。 

 （６）事業契約が契約期間の満了以外の理由（ただし、事業契約第 71条に基づき事業

契約が解除された場合を除く。）でその効力が失われたとき。 

 （７）第（１）号から第（４）号の場合の他、乙が定期借地権設定契約に違反し、甲が

相当期間の催告を行っても、当該違反が治癒されないとき。 

２ 甲は、乙の次の各号のいずれかに該当する行為または事実があった場合、乙に対し催

告その他何等の手続きを要することなく、直ちに定期借地権設定契約を解除することが

できる。 

 （１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法

人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理

事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団又は暴

力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

 （２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

 （３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

き。 

 （４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな

どしているとき。 
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 （５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると

き。 

３ 第１項及び前項により定期借地権設定契約が解除された場合、乙は、民間付帯事業整

備用地に存する建物、工作物等を乙の責任と費用で全て収去し､民間付帯事業整備用地

を更地にして甲に明け渡さなければならない。また、乙は、定期借地権設定登記を抹消

しなければならない。 

４ 甲は、第１項及び第２項の規定により定期借地権設定契約を解除した場合は、これに

より乙に生じた損害について、何等の賠償ないし補償を要しない。 

５ 乙は、甲が第１項及び第２項の規定により定期借地権設定契約を解除した場合におい

て、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 

６ 事業契約が同契約第 73条に基づき解除【された場合、甲及び乙は、定期借地権設定

契約の継続又は解約について協議するものとする。 

 

（期間満了時の契約終了による原状回復等） 

第１６条 乙は、定期借地権設定契約の規定に従い、本件借地権存続期間終了日までに民

間付帯事業整備用地に存する建物、工作物等を乙の責任と負担において全て収去し、民

間付帯事業整備用地を更地の状態にして、甲に明け渡さなければならない。また、乙

は、第１１条に基づき本件借地権の登記をしている場合、その登記を抹消しなければな

らない。なお、原状の回復には乙の使用による土壌汚染が判明した場合の土壌改良も含

まれる。 

２ 乙は、前条の規定により定期借地権設定契約が解除されたときは、甲の指定する期日

までに、甲の指示により自己の責任と負担において、民間付帯事業整備用地上の建物そ

の他工作物を除去し、貸付物件を原状に回復して、甲に更地で返還しなければならな

い。ただし、甲が指示した場合にはこの限りでない。なお、原状の回復には、乙の使用

による土壌汚染が判明した場合の土壌改良も含まれる。 

３ 乙は甲に対し、第３条に定める本件借地権の存続期間が満了する日の１年前までに、

建物の取壊し及び建物賃借人の明渡し等貸付物件の返還に必要な事項を書面により報告

しなければならない。 

４ 定期借地権設定契約は、第３条に定める本件借地権の存続期間が満了したとき又は前

条第１項及び第２項の規定により定期借地権設定契約が解除されたときに、乙は甲に対

し、民法第６０８条に基づく費用の償還、その他いかなる名目においても、財産上の請

求を一切行うことができない。 

 

（撤去等にかかる積立金） 

第１７条  乙は、前条第 1項に規定する、民間付帯事業整備用地に存する建物、工作物等

を乙の責任と負担において全て収去し、民間付帯事業整備用地を更地の状態にして、甲

に明け渡す義務を履行するために必要な資金の調達計画を、定期借地権設定契約の締結
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と同時に甲に提出しなければならない。 

２  乙は、前項の資金の調達計画が積立金を利用するものであるときは、積立開始後、毎

年度末の資金の積み立て状況を、当該年度の決算終了後、速やかに甲に報告しなければ

ならない。 

３  乙は、前項の年度末の報告のほか、甲から積立金の状況等について説明を求められた

ときは、速やかに積立金の状況等について取りまとめて、甲に報告しなければならな

い。 

 

（損害賠償） 

第１８条 乙は、定期借地権設定契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えた

ときは、その損害を賠償しなければならない。 

 

（公正証書の作成及び強制執行の承諾） 

第１９条 甲と乙は、定期借地権設定契約を公正証書により作成するものとし、公正証書

作成に要する費用は乙の負担とする。 

２ 乙は、延滞にかかる借地料及び遅延損害金につき、甲が判決を得ることなく直ちに強

制執行を行うことについて、異議がないことを承諾する。 

 

（譲渡の禁止） 

第２０条 甲は、乙の事前の承諾がない限り、民間付帯事業整備用地を第三者に対して譲

渡し又はその他処分をしないものとする。 

 

（乙の通知） 

第２１条  乙は、次の各号のいずれかに該当したとき又は該当することが見込まれるとき

は、直ちにその旨を書面により甲に通知するものとする。 

(1) 解散若しくは合併があったとき又は営業を停止、廃止若しくは譲渡したとき。 

(2) 名称若しくは代表者又は主たる事務所の所在地を変更したとき。 

(3) 滞納処分、強制執行、仮差押え、仮処分又は競売の申立てを受けたとき。 

(4) 民事再生手続開始の申立て（自己申立てを含む。）があったとき。 

(5) 特別清算開始の申立てがあったとき。 

(6) 企業担保権実行手続開始、破産又は更生手続開始の申立て（自己申立てを含む。）が

あったとき。 

(7) 一般承継により、この土地の賃借権又はこの土地上の建築物等の所有権が移転したと

き。 

(8) 本件借地権又はこの土地上の建築物等が法令の規定により収用され、又は使用された

とき。 

(9) この土地が著しい損害を受けたとき。 
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(10) 法令の変更、許認可の取消し又は変更等により、本事業の継続が不可能又は困難とな

ることが見込まれるとき。 

 

（適用順） 

第２２条 事業契約と定期借地権設定契約との規定に矛盾、齟齬がある場合は、事業契約

の規定が優先するものとする。 

 

（信義誠実等の義務・疑義の決定） 

第２３条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に定期借地権設定契約を履行しなければなら

ない。 

２ 乙は、民間付帯事業整備用地が甲の財産であることを常に考慮し、適正に使用するよ

うに留意しなければならない。 

３ 定期借地権設定契約に関して疑義があるときは、甲乙協議の上決定する。 

 

（準拠法及び管轄裁判所） 

第２４条 定期借地権設定契約は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、定期借地権

設定契約に関する紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 

 

定期借地権設定契約の成立を証するため、定期借地権設定契約書２通を作成し、各当事

者記名押印のうえ、各自その１通を所持する。 

 

平成●年●月●日 

 

住所  

国立大学法人大阪大学 

氏名  国立大学法人大阪大学総長 [西尾 章治郎] 

 

住所 

【事業者】 

氏名  代表取締役 [        ] 
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